
令和4年6月23日

東京地方裁判所民事部の概況（令和4年6月期）

士
心民事部所長代行者江原健

1 民事部の組織及び態勢

（1） 部の数、配置人員等

（2） 裁判官の配置状況

（3） 委員会、研究会等
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2 民事事件の概況

第4表ないし第6表

第4表及び第5表
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第9表

第10表

（1） 通常部の事件の動向

(2） 専門部及び集中部の事件の動向

(3） 訴訟事件の既済終局別内訳

(4） 終局区分別の既済件数及び事件割合

(5） 既済件数に占める合議事件・単独事件の割合

(6） 訴訟事件判決の上訴率

(7） 未済事件審理期間及び長期未済件数

(8） 人証調べを実施して対席判決で終局した事件

における手続段階別平均期間の推移

(9） 通常訴訟事件の判決率・控訴率

(1o)調停の状況
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【機密性2】

令和4年6月23日

民事部概況説明資料

民事部の構成等

東京地方裁判所民事部裁判官配置表

東京地方裁判所民事部委員会等名簿

民事事件の概況

通常部・専門部別訴訟事件概況

通常訴訟の新受件数の推移

訴訟事件の既済終局別内訳

第一審訴訟事件終局区分別の既済件数及び事件害'l合

第一審訴訟事件の和解率

既済件数に占める合議事件・単独事件の割合

訴訟事件判決の上訴率

民事訴訟事件未済審理期間

民事訴訟事件長期未済件数

人証調べを実施して対席判決で終局した事件におけ

る手続段階別平均期間の推移

通常訴訟事件における判決率・控訴率

調停の状況
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【機密性2】

第1－1表

民事部の構成等 (令和4年5月1日現在）

部の数

通常部

専門部

（專門部内訳）

第1

25箇部（うち大合議部等13，医療集中部4）

18箇部

行政4、労働4、商事1、保全1、倒産1，執1

借地非訟・建築1、交通1、知的財産権4

合計43箇部

労働4、商事1、保全1、倒産1，執行1、調停．

第2配置人員

1 裁判官

（1）判 事

（2）特例判事補

（3）判事補

計

2裁判官以外の職員

（1）書記官

（2）調査官

（3）速記官

（4）事務官

育休2人）

留学等6人、育休2人）

(うち常てん補1人、

(うち常てん補2人、

(うち留学等1人）

人
人
人
人

０
７
５
２

２
５
３
１

２
３

人
人
人
人
人
人
人

８
９
１
０
８
５
３

58

２
２
３
１
１

１
７計

執行官

民事調停官

３
４

３
１
第 備

廷

合議用

単独用

ｊ
ｊ

設
法
１
２１

(うち大合議法廷1、車椅子専用法廷1）

(うち1法廷にテレビ会議システム設置）

(うちラウンドテーブル設置19）

２
７
９
６１

５
３
８
２

計

2 準備室等

1



【機密性2】

第1－2表

民事部の構成等

「一一一一一一一一｜

|_劉箇部」
白雪

|通常事件配てん部｜通

←［
【

｜25筒部

－→霞霞輩_｣－－[4質部’

－－i調停･憶地弗訟健築 '一一｜”…………………礎"…‘"…稲…鍔…溌掬

1箇部

1箇部

東京地裁民事部の編成 1箇部

合計43箇部

4箇部

2



【機密性2】
二

秀■■■所長代行小川理津子■■■

東京地方裁判所民事部裁判官配置表
■

所長代行

所長代行

志
文

健
達

原
藤

所長代行小田正

所長代行朝倉佳

江
佐令和4年5月24日現在

担当部（部所在、開廷日）
裁判官氏名

第 1 部~て＝で月天永
通常

部 篠田賢治49
梶浦義嗣55
石渡 圭60

補 渡遥智弘71

(部所在、開廷日）
リ 官氏名 内線

~て＝で月天永禾歪フ第6

■,
罷田賢治49
尾浦義嗣55
日渡 圭60
唯邊智弘71

第6

ド氏名末尾の数字は司法修習の期です
ド 下線のついている曜日は合議の開廷曜日は合議の開廷 日です㈱

部（ーて天丞禾歪丁第9部（＝
通常 保全

部 清野正騨蕊部 佐藤達中島 向井敬

窯黒蕊蕊 管溌
鈴木拓磨62好‘f讓 長 博
特例菊地拓也66 藤原未

蕊 淵、鳶補 山 口愛子72
補 小川勝己73

鴫田登
椙山葉
特例結城康
特例獅子野裕
特例竹内友

第 7 部T=且_火水木金） 特例伊藤愉
通常 特例岩瀬み
部 新谷祐子49■■■ 特例舘崎友
兼 小川理津子45 特例平沢由
野村武範51責了零 特例廣瀬智
森川さつき56 箕｡ ・裳 特例水口美
坂本隆-58 ‘息 左 特例岡田佳
長尾 崇59 r :鷺 補 高橋優
松原平学62 ： 塾 補 吉田怜

ゞ f 補若山哲
補志村敬－73 、＃ 補 岡崎真
補 海崎新一朗74 kふ ‘為"＊

霊） 第惚2蔦 rロデ…禾霊） 第↑フ部(一周塞水ヨ通常

■部 爵苗警謂悪部 島崎邦彦4＃片山 健54
作田寛之54蜜:零 古市文孝56
吉田祈代54藍'鳶 特例澤 大地67

蕊學窯蕊
…、 兼補 吉田怜未71 第18部（’ 1 【且火兆木

鴇 則間弘雛■罰篭田聿男4‘
補 町田

■蕊”認 稲禰溺；

空繊 ､9#( ' ･ ma2Kx
兼 馬場 潤55 部 片野正樹48

繭舞緬;義 ”溌蕊
西澤健太郎63

第14部（■■■■■胃且火水丞金） 特例中井裕美65

坐水杢

■

第’4部（■■■

釣

民事執行セン
田正二

ノ| ｜ 健治
村修輔
野紀夫
藤しぼり
木健一郎
優介
田いずみ
内裕登
東大地
中慶太
部友希
川 翔
原諒也
原もなみ
田哲哉
塚祐太郎

月火水木釜 金 ’'第 21部
執行（民事
部 小田
吉 ノ| ｜

中村
矢野
佐藤
大木
森
特例尾田

特例川内
特例伊東
特例田中
特例戸部

特例古川
補 中原
補 野原
補 町田
補 三塚

ター）
45

54

58

58

60

64

64

65

67

68

68

68

69

71

71

71

71

４
４
４
５
文
二

蕊
釦
藤
木
８
５
８
２

８
４
６
７

４
５
５
６

兆
４
５
５
７

彦
健
孝
地

弘
男
彦
樹
郡

’

’
９
９
０
１
２
３
３
３
４
５
５
７
７
７
７
７
８
９
１
１
１
２

５
５
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
７
７
７
７

子
昭
文
知
み
之
子
子
介
介
子
子
り
輔
絵
彦
弥
子
太
未
朗
実

な
美
紀
理
ど
里

第2部（＝月火太）
行政
部 春名 茂46
片瀬 亮56
横井靖世60
下道良太64

兼特例廣瀬智彦67一
’

(｢言~~］軍一百一蔀 且 ZK金 ） 金）

行政 一一
部 市原義孝46
小西圭－57

依田吉人59
特例和田崇寛66
特例佐,々木健詞69

第4蔀 ー月璽禾禾歪 丁
通常

部 福田千恵子47■■■
兼 向井敬二54

■
沓掛遼介61
君島直之64

補 河合美月 72

第5 部（’ －0且火ZK木金）
通常

■
部 大嶋洋志47
鈴木わかな53
崇島誠二57
下山久美子58

兼 中村英晴59

蕊
伊藤孝至60
松原経正60

補 中根佑一朗71
補 溝口翔太71

※東京家裁常てん補

小西俊輔63
定森俊昌63
特例雨宮竜太67
※千葉地家裁常てん補

特例小橋陽一郎67
＜海外留学、在外研究、国内研修中＞

特例柏戸／夏子68

（非公開DI)裁判官室臆遂I譲蔑謹聴鎌｜
（公開DI） 手続案内5721－4630

（非公開DI)庶務 ｜ f、 ~"_誉､悪』
第22部（ ｜ ‘ －9月火丞木金）

調停、借地非訟、建築

I
部 田中一彦46
名島亨卓52
大黒淳子56
大塚博喜57
安見 章58
植月良典60
特例狭間．巨勝65
特例植木麻里66

特例岡井麻奈美66
兼特例川内裕登67

鰯、恩曹蹴■
＜海外留学、在外研究、国内研修中＞

特例石井奈沙65

【民事調停官】

i濯識蕊
鎭鰕蔵鮓蕊

特例

特例

特例

兼特例
特例
特価I

停官】
宇田川博史48
勝野めぐみ53
成瀬健太郎57
内海雄介59
石田廣行60
佐野綾子61
田中和人61
鵜之沢大地63

、１，ノ。、ｊノ、１１

■
■
■
面’通常、医療

部 村主
川鴫

特例鈴木
補 土屋

再
翠
》

唾
８
８
６
３

邸
行
子
さ
子

■
隆
彩
あ
桜

“

第 20部（月火水木金）

（東京地家簡裁庁舎■
倒産
部 中吉徹郎45

５

’ ２
７
８
８
９
９
９
０
４
８

４
５
５
５
５
５
５
５
６
６
６

郎
慎
行
子
哉
美
子
輔
治
奈
洋

紗

徹
尚
美
友
浩
絢
大
哲
若
稔

吉
蹄
下
田
利
橋
光
雲
烏
上
川谷

中
岩
宮
高
毛
高
徳
南
白
村
長例

部
特

第

＝第10部

通常
兼部 清野正彦46
兼 中島 崇53
兼 楕松晴子54
兼 望月千広57
兼 武見敬太郎6，
兼 鈴木拓磨62
兼特例菊地拓也66
兼補 山 口愛子72
兼補 小川勝己73

第15部（ ロ■■■、月
通常

部 中丸 隆
兼 岡田幸人

原 雅基
三田健太郎

特例蕪城真由子
補 橋之ロ 峻

】
毎
が
蟻
君
認

金主
９
７
０
１
５
１

火
４
４
６
６
６
７ ’

部 朝倉佳秀45
笹本哲朗53
丹下将克54
西山 渉56
足立拓人57
内林尚久60
渡部みどり63
特例山田悠貴65
特例伊藤圭子66
特例 ノ| 村久美子67

蚤

鐘
…

’ －

’ 第16部( I ■頁 亜ﾗK禾
通常

部 伊藤正晴46
池原桃子52
丹下友華57
藤永かおる59
益留龍也61
特例稲井雄介65
兼補 岡崎真実72
補横山怜太郎73
補 北澤 陸74

金）

－

－

■

第’ 1部（＝月』k丞木金）
労働
部 前澤達朗48
高瀬保守54
山崎雄大60

謹
倉重龍輔62
特例岡田 毅65
特例山田悠一郎66
特例鬼頭忠広67

騨亀

口
＜海外留学、在外研究、

特例加賀谷友
特例谷山暢

国内研修中

行69
宏69

高井翔吾63
津田顕一郎63
大沼竜也65

中野敬子65
牧野 剛68

＜海外留学、在外研究、国内研修中＞

補 上村江里子71

’ 〃
、
ｌ
ノ
、
！
″
ノ
、
０
１
／
、
Ｉ
″
ノ
、
１
Ｊ

火
水
木
木
木
月
金
水

ノ
ー
ロ
、
ノ
ー
、
ノ
ー
１
，
／
●
Ｉ
、
ノ
ー
、
ｐ
ｆ
ｌ
、
ノ
リ
ｈ
、
ノ
ー
、
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【機密性2】

令和4年5月24日現在
担当部（
裁判

露~豆~百~蔀~『第23部（

部所在、開廷日） 氏名末尾の数字は司法修習の期です＊
＊官氏名 内

ロ ■自火水木金

i 部知子48

Ⅱ田秀一58
‘ 中輝順63
原もなみ71

口 碧74■

;、在外研究、国内研修中

鹿祥吾65

： 鴫洋志47
・ 木わかな53
1 島誠二57
・ 山久美子58
村英晴59
藤孝至60
原経正60
村江里子71
根佑一朗71

k 口翔太71

ロ 毒函題詞

■■■I■、月火zK

■
碧74■

線 毒函一己

画了 知､月坐水本金
ー:~頁爽永玉至) '第息'劇通常

部 武部知子48
堀田秀－58
竹中輝順63

兼補 野原もなみ7’
補 川口 碧74

。
》
崎
樗
岬
郡
緬
藤
岬
岬
癖
哩

晒
常
馬
画

部
常
金
中
俣
阿
増
長
加
若
北

１

３
通
部
補
補
補
翠
通
部

第
兼
第

鉤
一
，
『
》
》
》
辨
識
》
》
》
》
》
一
《催

本
５
１
６
８
９
１
２
２
２
３
４
６
諏

水
４
５
５
５
５
６
６
６
６
６
６
６
付

第31部（■■■ 第27部（■■■、月坐水』
交通

部 森田浩美45
平山 蝶51
伊東智和56
千葉健－58
島崎卓二59
戸取謙治61
秋田智子62
久保雅志62
林 漢瑛62
松本美緒63
大畑朋寛64
特例大瀧泰平66

）

－－
、且火巫丞金）

通常

■
部 金澤秀樹46
中俣千珠51
俣木泰治54
阿保賢祐57
増子由－63
長補正憲63
補加藤 創71
兼補若山哲朗71

補北岡憧子74■■■

第36部（ロ■■■、且火水
労働

部 小ノ| ｜ 理津子45
布施雄士51
水橋 巖56
井上善樹61
木田佳央人62
林崎由莉子64
矢島優香64
特例土山雅史65

６
１
４
７
３
３
１
１
４

４
５
５
５
６
６
７
７
７

樹
珠
治
祐
一
憲
創
朗
子

秀
千
泰
賢
由
正
哲
憧

澤
俣
木
保
子
橋
藤
山
岡

部
常
金
中
俣
阿
増
長
加
若
北

１

４
通
部
補
補
補

第
兼
兼
兼
兼
兼
兼
兼
兼
兼

｜
一
画

■

国内研修中＞

吾65

I

47部（（（4747 火木金）火木金）火木金）
＜海外留学、在外研究、

特例鈴鹿祥
知的財産権
部 杉浦正樹48
小口五大61
鈴木美智子62
稲垣雄大64

知的財産権
部 杉浦正樹48
小口五大61
鈴木美智子62
稲垣雄大64口第24部

通常
兼部 大嶋洋志47
兼 鈴木わかな53
兼 崇島誠二57
兼 下山久美子58
兼 中村英晴59
兼 伊藤孝至60
兼 松原経正60
兼補 上村江里子71
兼補 中根佑一朗71
兼補 溝口翔太71

｜ ロ 部（■■■且_坐水木金）
常
大須賀寛之49

■澤田順子54
平山俊輔60

９４０

蜂車

第37部（ﾛ■■■、且火水木金）
通常

部 杜下弘記48
加本牧子51
中井彩子58
岩田真吾6O

安川秀方60鼠~4．

鴇鰯雲;蟻
蕊

４
２

水
４
５
６
６
７

壁
之
子
輔
湖
哉

、
寛
順
俊
美
勇

一
須賀
田
山
岡

部
常
大
澤
平
原
成

２

４
通
部
補

第

通常 第48部
部 大須賀寛之49 通常

澤田順子54 ．静&兼部 新谷祐子49
平山俊輔60 哩脅:悪兼 野村武範51
原 美湖64 2 ， ‐ゞ兼 森川さつき56

補 成岡勇哉72 兼 坂本隆－58
兼 長尾 崇59

第43部 て＝~巫禾壷一丁兼 松原平学62
通常 兼 高木晶大64
－部 岡崎克彦46 兼補 志村敬一73

古庄 研53 兼補 海崎新一朗74
伊藤康博57
金森陽介61 ;""" 劉順鋪

■ 篇野曹貰溌’ 驚

蕊驚 砦農”淵型第§・息？櫛
村田一広54

第44部（［産醒麗露顕 谷地伸之58
通常 園田 稔60
部 飛澤知行45 谷池政洋6l

藤澤裕介51 ← ： 前ノ| ’ 悠62
百瀬 玲63

村木洋二59 ‘ ；兼補 高橋優太71
津田 裕61 “ ‘ 補 後藤 彩72
小堀瑠生子62 補 紅林堀馬74
特例黒木宏太65 第50部(=月火水
補 川畑百代72 通常

補 ﾉ| | 本涼平74－二一二 部 野口宣大46
中村英晴59

第45部 小川惠輔63
通常 特例森 智也67

盃~了兼部 飛澤知行45 補 大野志明72
兼 藤澤裕介51 第51部了一万

■■■兼 金田健児57 行政

第48部
通常
兼部 新谷祐子49
兼 野村武範51
兼 森川さつき56
兼 坂本隆一58
兼 ・ 長尾 崇59
兼 松原平学62
兼 高木晶大64
兼補 志村敬一73
兼補 海崎新一朗74

９１６８９２４３４
４５５５５６６７７

範子朗一大学崇一き
つ

祐武新敬晶平隆さ

谷村川本尾原木村崎

常部新野森坂長松高志海

８

補補部通４
兼兼兼兼兼兼兼兼兼第

通常
部 岡崎克彦46
古庄 研53
伊藤康博57
金森陽介61
廣瀬仁貴6，
田野倉真也63

補 山中秀斗72
補 石原 拓73

〉『”蝋》灘轆総Ｌ
蝿一ゞ、、ふか剤Ｆ令軒げぬ》負‐潟

＝月火水第49部（ ｜
通常
部 中
村
谷

園

谷

前
百

兼補 高
補 後
補 紅

第50部( |
通常
部 野
中
小

特例森
補 大

第51部0
行政

ｑ厩》》墨一一』Ｇ一もｈ

減一銅２当唖沁参“以恥‐
引吋

蕊．

鋤侭姉曄蒋伸麺尭祢幸

生且涼百宏瑠洋健裕知、
・澤澤本畑木堀田木田

く

常部飛藤川川黒小津村金

例４補補特部通４
第

凸

５部通４
兼兼兼第

５１７

）
患火木

’
判

‘
‐
８
３
４
６
９
１
１
４
４

兆
４
５
５
５
５
６
７
７
７

弘
史
理
和
真
洋
寛
哉
葵
志

？
直
真
洋
俊
晶
哲
健

二
渡
代
岡
下
井
口
田
杁

釧
常
馬
目
寺
山
松
野
町
野
原

翠
通
部
補
補
補

第
兼

且火丞木 金）

＜海外留学、在外研究、国内研修中＞

特例酒本雄一67

■
第28部

通常
兼部 清水知恵子47
兼 大竹敬人54
兼 西田昌吾56
兼 市野井哲也61
兼 山田一哉63
兼特例芦田泰裕65
兼補 中原諒也7’
兼補 三並理緒73
兼補 上田文和74

＝
%38gI (ﾛ■■■､塞丞金■行政

部 鎌野真敬48
栗原志保56
中畑啓輔59
池田好英60
特例佐藤貴大66

|識ロ第25部(I■■■、
通常
部 古田孝
平城恭
宮崎雅
高見進
熊谷浩
關 隆
特例豊澤悠
補 織田み
補． 高見澤昌

孝

第33部（■■■、且リ
労働
部 伊藤由紀子
別所卓郎
戸室壮太郎
根本宜之
舘 洋一郎
丸山聡司
特例高木俊明

金主
６
４
７
１
２
２
５

水
４
５
５
６
６
６
６

火
子
郎
郎
之
郎
司
明

且
己
一
、
↓

倖

謹
蕊
窪
蕊
蕊

夫

恭子
雅子
進太郎

浩明

隆太郎
悠希
みのり
昌史

５
１
５
７
０
１
５
３
３

４
５
５
５
６
６
６
７
７

木金 ）

村 心47
田一広54

地伸之58 ；急電慰
田 稔60 {~‘倉
池政洋61

ノ| ’ 悠62 ，㎡ 1
瀬 玲63
橋優太71－
藤

牒鯛雛■
＝高月火水木金）

＝月火水木金 ）

村 心47
田一広54

地伸之58 ；急電慰
田 稔60 {~‘倉
池政洋61

ノ| ’ 悠62 ，㎡ 1
瀬 玲63
橋優太71－
藤

牒鯛雛■
＝高月火水木金）

､弓

部 岡
兼 清

横
渡
溝

兼特例中
定

’

1
っ
Ｊ
ｌ
８
０
０
１
１
４

４
５
５
６
６
６
７
７

志
子
子
吾
方
郎
彦
大

健
牧
彩
真
秀
厚
達
遼

原
本
井
田
川
元
崎
岡

部
常
江
加
中
岩
安
味
矢
高

９

３
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部
補
補

第
兼
兼
兼
兼
兼
兼
兼

第29部（

知的財産
部 國
小

間
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一
権
推
川
曜
《

月水木金）

■
第34部（■■■、月火丞
通常、医療
部 桃崎 剛48
佐藤彩香59
池上裕康62

特例山 ノ| ｜ 勇人67
補 板場敦子71

月火丞９
６
８
２

４
５
５
６

文
暁
充
薫

木金）

蔀了＝月火水木金）
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清水知恵子47
大竹敬人54 ． ． △ 、

西田昌吾56 §.，' ､j
市野井哲也61

瞥閉暴驚::薦

■■■

第26部（ロ■■■、目火水フ
通常
部 清水知恵子47
大竹敬人54
西田昌吾56
市野井哲也61
山田一哉63
特例芦田泰裕65
兼補 中原諒也7’
補 三並理緒73
補 上 田文和74

６

部通２

第

特例

弦

■
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部 中島基至48■
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例
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兼
兼
兼
兼
兼
兼

９
１
２
Ｆ
０
２
４

４
５
５
５
６
６
６
７
７
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介
児
二
裕
子
太
代
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生

知
裕
健
洋
瑠
宏
百
涼

澤
澤
田
木
田
堀
木
畑
本

部
常
飛
藤
金
村
津
小
黒
川
川

第3o部( I■■■■、且些水本･ ）
通常、医療

■
部 男濯聡子47
塩田良介60
特例川越裕季子68
補 海野泰信7，

部 且虫水杢- ）
常、医療
男濯聡子47
塩田良介60

嚢
で＝〒頁天王歪~了
医療
根澄子48 ■■■

■

第35部(I■■■、且火2
通常、医療
部 関根澄子48
庵瀬達人55
特例鈴木実里68
補 河口嵩朋73

第35部

通常、
部 関

小田誉太郎60
古賀千尋64
特例國井陽平67

金）患火木金）

I■■

■

７
７
５
６
１
３
５

４
４
５
５
６
６
６
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展
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恵
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達
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邉
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の季旨石〃)前0)葱 設了ルゴ 《早『蔭

0用直委員会

所長代行者 判事
〃 〃

常置委員 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 特例判補
〃 〃

9

29
属
・
写
Ｉ

７
４
１
３

３
Ｒ

江原健志

佐藤達文

國分隆文

鈴木わかな

坂本隆一

古市文孝
池上裕康

和田崇寛
山田悠貴

U串3劣刀､間口餉螢安貝芸

委員 所長代行者
〃 〃 ☆

〃 〃

〃 〃

〃 〃

判事〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

９
別
８
洲
妬
“
略
別
物

江原健志

佐藤達文
小田正二

朝倉佳秀
小川理津子

古田孝夫

飛澤知行

伊藤正晴
俣木泰治
澤田順子

○司法修習生宿導連絡委員会
委員 判事

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
Ｉ
１

Ｊ
ｊ
Ｉ
Ｊ
１
１
１
ｊ
ｌ

ｊ
Ｊ
１
１
Ｊ
１
１
Ｉ
Ｉ

Ｊ
１
Ｊ
Ｊ
１
Ｊ
１
１
１

✩

刈
田
Ⅳ
羽
６
陥
茄
開
妬
⑲

男澤聡子
品田幸男
島崎邦彦

武部知子

中島 崇
益留龍也

市野井哲也
廣瀬達人
佐伯良子

谷池政洋

◎新任判事補研さん関係委員会
委員 判事 ☆16
〃 〃 49

１
Ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
Ｊ
１
Ｉ
Ｊ

Ｉ
ｊ
Ｉ
Ｊ
１
ｊ
ｊ
ｊ
Ｉ
Ｉ

Ｉ
１
Ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
Ｉ
Ｊ

Ｉ
１
Ｊ
Ｊ
Ｉ
Ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
』
〃 特例判補

〃 〃

別
２
皿
加
蛇
羽
訂
訓
弼
個
８
，

伊藤正晴
中村 心

中俣千珠

横井靖世
馬場 潤
南雲大輔

植月 良典

竹中輝順

林 漢瑛
増子由一

伊藤康博
廣瀬仁貴

川村久美子

山田悠一郎

O簡裁半l｣事ｲ1･さん関係委員会
委員 判事 ☆

ｊ
Ｉ
１
Ｊ
ｊ

Ｉ
１
１
ｊ
ｊ

ｊ
１
Ｊ
Ｉ
Ｊ

Ｉ
１
１
ｊ
Ｉ

〃 判補

26

22

25

27

36

37

42

清水知
大黒淳

高見進

千葉健

水橋

加本牧
成岡勇

淳

健

恵子
子

進太郎
一

巖
子
哉

◎選書等指導裁判官
委員 判事 ☆51 岡田幸人

16 池原桃子〃 〃

◎警備関係委員会
委員 判事 ☆33
〃 〃 11

〃 〃 38

″
″

首席書記官

次席書記官

１
Ｊ
１
Ｊ
ｊ

ｊ
Ｊ
１
Ｉ
Ｉ

Ｊ
Ｊ
１
Ｉ
Ｊ

Ｉ
１
１
Ｊ
１

″
″
″

訟廷管理官

同副管理官

事務局次長
〃 〃

１
１
ｊ
Ｉ
ｊ
ｊ
Ｊ

１
１
Ｊ
１
Ｊ
ｊ
Ｉ

総務課長

同課長補佐

警務課長

同課長補佐

人事課長

経理課長

用度課長

管理

伊藤由紀子
前澤達朗

鎌野真敬
中村陽史
渡辺泰典
大武 浩

鹿野直入

植木佳恵

佐藤順一
小林 中

荒井 浩
高橋博美
坪谷和伸

伊藤竜太郎
望月正一

鷲津 健
勝野裕之
小菅聡史

日吉朝明

祖山雅夫

岡元勇人

◎証拠保全・収集処分検
委員 所長代行者
〃 判事
〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 特例判補
〃 〃

〃 判補

１
Ｊ
Ｊ
１
ｊ

ｊ
１
Ｊ
Ｉ
Ｉ

Ｊ
ｊ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

Ｊ
１
１
１
１

″
″
″

次席書記官

訟廷副管理官

主任書記官
〃 〃

☆

討委員会
9 佐

12 高

9 長

22 名

27 秋

35 鈴
36 土

5 中

6 山

9 高

9 吉

9 若

31 加

大

事件浅

支援武
支援山

藤達文

木勝己
博文
島亨卓

田智子

木実里

山雅史

根佑一朗

口愛子
橋優太

田怜未

山哲朗

藤 創
武 浩

野良平
田 学
下寿子

gプングノレ確畦安貝芸

委員 所長代行者
〃 〃

〃 〃

〃 〃

"(兼） 判事

"(兼） 〃
〃 〃

〃 〃

″
″
″
″

〃

″
″
″

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

兼
兼
兼
兼
兼
兼
兼

く
く
く
く
く
く
く

Ｊ
１
ｊ
Ｉ
ｊ
Ｉ
ｊ
ｊ

ｊ
１
Ｊ
Ｊ
１
Ｊ
１
Ｉ

〃(兼） 〃

〃(兼） 〃
〃 〃

〃(兼） 〃
〃 〃

〃 〃

〃 特例判補

〃(兼） 〃

〃(兼） 判補
〃 首席書記官
〃 次席書記官
〃 〃

〃 〃

〃

☆

訟廷副管理官

9

36

8

25

44

6

娚
別
Ｍ
７
７
８
阻
隔
略
妬
筋
”
”
岬
棚
６
恥
旧

管理

江原

佐藤

ﾉj、 川

朝倉

古田

飛澤

清野

岡崎

野口

村主

野村

坂本
足立

成田

三田

丹下

平城

熊谷
平山

久保

鈴木

園円
菊地

芦田
小倉
中村

鹿野

植木

佐藤
高橋

健志

達文

理津子
佳秀

孝夫

知行

正彦

克彦

宣大

隆行

武範

隆一
拓人

晋司

健太郎

友華
恭子

浩明

馨
雅志

美智子
稔
拓也

泰裕
広太郎

陽史
直人

佳恵
順一

博美

◎情報処理システム検討委員会
〔｢審理充実への扉｣管理運用担当〕

委員 判事 ☆50

１
Ｊ
Ｊ
１
Ｉ
Ｉ

Ｊ
ｊ
ｊ
１
１
１

Ｊ
１
Ｊ
ｊ
Ｉ
ｊ

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
Ｉ
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″
″
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判補

文書企画官

首席書記官

次席書記官
〃 〃

〃 主任書記官
〃 〃

〃 訟廷副管理官
〃 総務課文書第二係長

〃 書(訟廷管理係長）
〃 群(訟延庶務・係焚）

７
７
別
珊
糾
卿
砺

11

27

庶務

野
野
高
白
井
金
稲
橋
坂
中
渡
大
藤
村
福
川
白
関

之

、
口
村
木
鳥
上
田
垣
口
野
村
辺
武
田
上
田
神
川
根

大
範
大
治
樹
児
大
峻
隆
史
曲
浩
憲
代
理
渉
子
介

宣
武
晶
哲
善
健
雄
喜
陽
泰
正
裕
由
園
陽

◎ブラクティス委員会
委員 所長代行者
〃 判事

１
Ｊ
１
１
Ｊ
１
Ｊ
１
Ｊ
Ｉ
１
１
１
Ｊ
Ｉ
Ｉ

Ｊ
Ｊ
１
ｊ
ｊ
Ｊ
１
Ｊ
Ｉ
１
Ｊ
Ｊ
１
Ｊ
１
ｊ

Ｉ
Ｊ
１
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
Ｊ
１
１
Ｊ
Ｊ
１
Ｊ
１
Ｊ

１
１
１
１
Ｊ
１
１
１
Ｊ
１
Ｊ
ｊ
Ｉ
Ｊ
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Ｉ

ｊ
ｊ
ｊ
Ｉ
ｊ

ｊ
Ｊ
１
１
Ｊ

特例判補

判補
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次席書記官

主任書記官
〃 〃

〃 〃

〃 〃

9

朋
別
４
Ⅲ
１
７
７
８
陥
陥
Ⅳ
朗
妬
別
兜
渕
別
”
肥
砺
羽
踊
刈

☆

佐藤達文

古田孝夫

金澤秀樹

福田千恵子
村主隆行

石渡 圭

坂本隆一

長尾 崇

西山 渉

丹下友華
藤永かおる

片山 健

大塚博喜
平城恭子

山田一哉

目代真理

別所卓郎

小川惠輔

大瀧泰平

小倉広太郎
中村陽史
植木佳恵

関田 豪
薗部箙俊

中野倫代

池澤光浩

◎新合議態勢検討委員会
委員 所長代行者 9
〃 判事 ☆6
〃 〃 37

１
６
８

″
″
″

″
″
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〃 〃 12

〃 〃 12
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〃 〃 16

〃 〃 17
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Ｊ
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１
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Ｉ
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第4表(注)本資料中の数値はいずれも概数である
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【機密性2】
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第4表(注)本資料中の数値はいずれも概数である．



【機密性2】
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第4表(注)本資料中の数値はいずれも概数である。



通常部・専門部別訴訟事件概況【機密性2】 第5表

｜
’

’
一

樋

ｊ注
１
２
３

く

｢新受｣＝(配てん数)±(配てん移動）

｢通常｣欄の件数は、1，4～7，12，14～18，23，25，26，30～32，34，35，37，42～44，49，50部(計25か部)の件数の総計である。

本資料中の数値はいずれも概数である。

’ H31/R1

受 理

旧受 新受 合計
既済 未済

未済のうち

合議事件
5年超え

長期未済

R2

受 理

旧受 新受 合計
既済 未済

未済のうち
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5年超え

長期未済
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受 理

旧受 新受 合計
既済 未済

未済のうち

合議事件
5年超え

長期未済

通 常 20,449 32,268 52，717 30，622 22，077
4,370

(19.8%）
113 21，995 30,293 52,288 26,663 25,618
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(18.4%）
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合 計 25，115 37,200 62,315 35，251 27,046 6，011 125 26,962 34,805 61,767 30,409 31,350 6,463 184 31,342 35,656 66，998 38,251 28,748 6,388 228



第6表【機密性2】

通常訴訟の新受件数の推移
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【機密性2】 第ﾌ表訴訟事件の既済終局 内訳別

一

←

｜

数は､専門部に配てんされた通常事件を含む。

｢和解｣欄及び｢取下げ｣欄の括弧内の割合は､既済事件数全体に占める各割合を示したものである。

はいずれも概数である。

終局別

年度’ 事件別 認容

第
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0

0
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0
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1
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0
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0
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0
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1

1
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1
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0
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3
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0

0
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0

0
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0
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2
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第8－1表【機密性2】

第一審訴訟(ワ)事件終局区分別の既済件数及び事件割合
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【機密性2】 第8－2表

第一審訴訟(ワ)事件の和解率
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一既済(終局分類上の｢その他｣の事件)(b)

[二二既済(終局分類上の｢その他｣の事件を除いた事件)(c)

→←和解率(d/a)

÷和解率(終局分類上の｢その他｣の事件を除いた事件)(d/c)

40.0％70．000

35．0％
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済
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数 un l
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#屯
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解
率
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Ｉ
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Ｉ
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ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
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Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
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ｌ
二
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画
Ｊ
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皿
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列
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函
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‐

－

１

30．000 ■二一■ﾛ■■

｜ 15.0リ

’
20．000

１
１

10.0％

10，000
5.0％

I

川｜」
0 0.09

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31/R1 R2 R3

終局分類上の｢そ

の他｣の事件を除
いた事件におけ

る和解率

うち

終局分類上の｢そ

の他｣の事件を除

いた事件

(c=a-b)

和解により終

局した事件

和解率既済総数
(a)

｣

うち

終局分類上の

｢その他｣の事

件(b)
(d) (d/a)

r qノ ､

（Q／Cノ

平成24年 39．197 531

241

13．169 33.6％ 341％38，666

25年 35，927 35，686 11 ，562 32.2％ 32．4％

26年 34，089 799

1,424

33，290

34，864

10，989 32.2％ 33．0％

32.6％27年 36，288

44，020

44，531

1 1 ，822 33．9％

28年 38，493

35，346

12，778

13，454

29.0％ 33.2％5.527

29年 9,185 30.2％ 38．1％

30年 40,278 1 6，382 33,896 12，749 31 .7％ 37．6％

31年/令和元年

2年

3年

37.2％33，893

29，348

36．867

398 33．495 12，613 37．7％
1

33．7％292

269

６
８
５
９
０
５

？
Ｆ
■

９
６
２
３

9．806 33.4％

13．805 37.4％ 37．7％

(注）

本資料中の数値はいずれも概数である。
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【機密性2】 第9表

第一審訴訟事件(ワ)既済件数に占める合議事件｡単独事件の割合

口合
竺
我

二
二
口 ’

口単独(終局分類上の｢その他｣の事件を除く）50‘OOO

函終局分類上の｢その他｣の事件

5,527 9,18545，000

鯛
6，38

40，000

鰯
269

398
－

35，000

292
30，000

25，000

35，92920，000
33,653

ぶ
り
趣
、
や
ま
″

15，000

聯 甥

為驚。 芦弗 鮮

哉.､〃 y､ " ‘剛蕊
楢 百

群 A罷屍 用 $ ， :

騨 零呼 晶 踊 轌 串 宅屋

10，000

小
呼
‐

０
４
＄

間
礼
靭

欝

螺

遺竺
鴨
墜
予
憾

5,000
司
式
Ｆ

僻
‐
繩
》

し
闘
い
悩

2，9452,6062，564 2，471 2′506 2，203
ロ

28年 30年 ／
年
年
元
１
日
３
拝

29年 2年 3年

31年／

令和元年
28年 29年 30年 3年2年

36，867既済総数 44，020 44,531 40.278 33，893

398

29,348

292
うち終局分類上の｢その他」

の事件

実質既済数

5，527 9．185 6．382 269

38.493 35．346 33，896 33，495 29，056 36．598

合議数合議数 2,506

7.4％

2，564

6.7％

2471

7.0％

2471

7.0％

2．606 2，203 2．9453

実質合議率 7.8％ 7.6％ 8.0％

通常事件既済

数(その他事件を除
いた数）

うち合議数

合議率

通常事件既済

数(その他事件を除
いた数）

うち合議数

31 ．088 31 ．280 29,704 29，279 25，775 32，24532，245

1，6751，675

5．4％

1 ,809 1 .692 1 ．770 1 ,514 2，071

6.4％

2，071

5.8％ 5.7％ 6.0％ 5.9％

※通常事件は､通常部及び医療部に係属する(ワ)事件を対象とし､医療事件､商事事件､労働事件､建築事件､交通事件及び知的
財産事件を含まない。

※本資料中の数値はいずれも概数である。
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【機密性2】 第10表訴訟事件判決の上訴率

一

C．

ｊ注
１
２
３
４
５

く

本庁1部から51部係属の(ワ)、 （手ワ)、 （行ウ)、 （し)、 （力)及び(行オ)全事件を対象としている(商事,労働,医療,建築交通及び知財事件を含む｡）。
｢判決言渡件数｣欄の件数は､数件の事件について1個の裁判書で言い渡された場合でも､各事件数を計上している。
｢上訴件数｣欄の件数は、1件の判決に対して双方が控訴した場合､又は相当事者がそれぞれ控訴した場合には､各控訴件数を計上している。
｢(ﾜX毒)通常､手形･小切手｣欄の手形･小切手事件の件数は､通常移行した手形･小切手事件を計上している。
本資料中の数値はいずれも概数である。

H31/R1

判決言渡件数 上訴件数 上訴率

R2

判決言渡件数 上訴件数 上訴率

R3

判決言渡件数 上訴件数 上訴率

(ﾜ)(壽)通常手形｡小切手 15,106 2,366 15.7％ 12,729 1,973 15.5％ 15，831 2,798 17.7％

② 行 政 436 245 562％ 326 181 55.5％ 455 190 41.8％

(しぅ 控 訴 267 83 31.1％ 200 67 33.5％ 273 85 31.1％

(力)鰯 再審(訴訟） 4 3 75.0% 1 1 100.0% 1 0 0.0%

合 計 15，813 2，697 17.1％ 13,256 2,222 16.8％ 16,560 3,073 18.6％



【機密性2】 第11表

民事訴訟事件未済審理期間
※（ﾜ), (舌),㈲, (し), (力1,国を対象としている。

;………………………一……一"'…
6月以内

;未済件数
（×3）

;.｡ “…" . ‘_……‘ ．""…‐……" 。 "..""………

1年以内2年以内3年以内 4年以内

（×9） （×18） （×30) (×42)

1年以内 5年超

(×84）

5年超審理期間
(×84） 延月数’、､毒項

年度、

5年以内

（×54）
平均月数

H29 24，891 12，755 5，510 4，695 1，312 413 111 9．76243,04595

H30 1 25,122 1 ]2844 1 5,433 1 4787 1 .384 412 156 106 249．747 994994

H31/R1: 27,046 1 13,396 1 6,016 5,26813．396 1 6．016

1.553 1 ,23 165 125 1 277,122 1 1025

,,5‘’11.54
R' | '135．

13．678 6，961 7．315 2,257 1 704 1 251 1 184 361 ，641

Z

6，162 5，923 2，347 757 272 228R3 28，748 1 1 ．7313，059 337，293

(注） 1審理期間延月数は、各件数に｢事項｣欄記載の｢（×数字)｣を乗じて算出したものの合計である

2本資料中の数値はいずれも概数である。

傷未済期間別対比

未済合計 6月以内 1年以内 2年以内
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0 『

蕊
蕊
蕊
蕊
灘
蕊
蕊
蕊

…
…

謎

緯
弱
？
騨
馴
期
、
鯉
謬
謬
・
腓
能
、
；
雛
１
蛆
“
鐸
箪
纈
耗
Ｎ
引
鐸
譲
雑

尹

晶

入

職
織
準
鯵
率
唯
搾
識
識
・
凝
鐙
溌
緯
電
螺
》
許
愈
‐
壗
鴬
…
誤
群
蝉
浄
，
１
《
浄
蝉
贈
，
ざ
ゞ
躍
強
マ
駒
準
，
鐸

銀
。

鋸唱エ心

小
噌
＃

霊
驚
灘
煮
;：
診

串鋳

課

ドデ
、踊

一r風奇 丁 ~『 一『 T園「 I

叡備聡紗．傘
、

､” 寒改、
冬′や 金

、 瀞､．． ’や"“
3年以内 4年以内 5年以内 5年超

2，500 800

700

600

500

400

300

200

100

0

０
０
０
０
０
０
０

０
５
０
５
０
５

３
２
２
１
１

250

2，000 200

1，500 150

…

1,000 100

500 50

Ⅱ 1 1
I 割〒

#う 患倣
、く､〃 や逼鐡

尋′ や

fM"’．． ●層、ド､ 勢' 零，、

●や
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第12表【機密性2】

民事訴訟事件長期未済件数
※（ﾜ), (舌)､②, (し),",鰯を対象としている。

1100
口中断｡中止

□B･C肝炎(H26～）

ﾛその他

1029

麩
一
一

900

※左側:3～5年,右側:5年超

688

二二

700
似

忍
鈎
Ｉ

ド
ヤ，魂

一
一

524
知

481

二二

500468
451

420

－
‘
‘
鐸
〃
漁
鰯
ｉ
‐
‐
‐
ト
陽
嶽
癖
織
》
辮
癖
印
斗
令
牌
蕊
鶏
‐
Ｉ
！
」

雑
日

!
"
805

－ ■ m mm =|!=I"|MIF≦l"
‐ 1■■

＃

覇
J ･綴 ､
”識

， "鍼

坪‘ ･縄

認噌 ョ39
辱 F 4

－78 ；

、:＝ ＝ 《==＝
一

;!" #65 :,w162
：；

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31/R1 R2

知１噸榊癖坤砕》窪》》癖》捧録

蕊
Hf 制

識
f1 ％

蝋纈灘

籾

1

識
4堀鞭

7

：
鯉
シ
も

9

I

添画堂

82
60

300Vf P
士
強

4 5
■岩『

朔

ゲ

麺
一
一457

淵

1
1、

I

k ､

50
〆 ‘

,

100

105

R3H24

-100

I

5年超

中断.中止 B.C肝炎｜ そB･C肝炎 そ中断･中止

3～5年 未済件数

(3年超）
未済件数

（全体） 計計 の他中断･中止 B･C肝炎 その他

平成24年 567

498

549

457 507 10 50 帥
一
沼
一
別

卵
一
羽

24,042

25年 68420 1022847 382

26年 339 468 ７
－
３

６
｜
幅

Q
V 652023．505 109

27年 76 珂
一
卸

367 6231 451 1 124，619 53

28年 425 481 18 32 563725，030 19

》
》

619524 34 46 Q月
哩叫52 45424，896

25，1 17

18

573

688

3 50 53 106 67919 112 442

606031年/令和元年 60 125 81317 202 46927．046 ５
｜
Ⅱ
’
７

2年 91 82 184 1 ．139696 95531 ．350
、ダ、

と｡ 236
I

3年 105 228 1 ．25711628，748 46 178 805 1 ，029

(注）本資料中の数値はいずれも概数である。
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【機密性2】 第13表

人証調べを実施して対席判決で終局した事件における手続段階別平均期間の推移

｜②第一回口頭弁論から人証調べ開始

④人証調べ終了から口頭弁論終結 ⑤口頭弁論終結から判決言渡し

グラフ左から

①訴え提起から第一回口頭弁論

③人証調べ開始から人証調べ終了

~」

◇全地裁（民事第一審訴訟（全体） ）

､n_
P

｢~五百-1

③④⑤
一一一一1

~ I

｡ l 1 2.0l 2.0I
0‘ 4

1 1 2．0 1 2．0 1 1
0．4

i l20｣z0 1 1
0．4

1 ｛ 1．9 1 20 1

0．3

1 1 1．9 1 20 1
0．3

で一… ’ ’ 1.9 1 2．1 1

1 03 1

1 1 1．912．1 1

| 03
…’ ’ 1．81 2．2 1

過
一
郵
一

一坪一

｜
皿

1
『
１
，
１
１
１
１
１

‐
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｊ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

‐１３１

H24
19．2

HZ5 2．3 1

： 24 1

2.4I

2．5 1

19．4

H26 19．7

20．0H27 13，4

13．6

13．9

20．4H28

H29

H30

H31/R1

R2

20．7ZE 「

21．3

聖
和

14．1

14．5 21．8

0.3｜

23．03．1 1 1 1 2.0 1 2.3 1

03 1
1 I1､61 2.2 1
0．4

15．3 ｜
’

1

R3一
‐

15.3 23．5

0．0 5．0 10．0 15．0 20．0 25．0 30．0

（月）

◇東京地裁本庁（民事第一審訴訟（全体） ）

① ② ④

~1

③ (5

H24 2．3 1
澤
閃
謹

溌
心
酔 ’ ’ 1，9 1 2．1 1
0．4

1 1 1‘8」2．1 1
0．3

1 1 2．01 2．1 1
0．3

1 I 1.9 1 2.1 1
0．3

* I I Z,O| 2.2
0．3

1 1 1．9 1 2．2
0．3

1 | 1.9 1 23
04

0．3

I

13．4 20．1‐

20．2H25 2'4 I 13．7
I

H26 判
一
麺
垂
一
封

14．0 20，9

H27 14．1 20．8

21．4

21．6

21．9

22．1

24，

2

蕊

I
H28 14．3

14．8

14．4

H29

H30

H31/R1

R2

’
’

Z§可 ’苫

I

１
「
Ｉ

聖
｜
調

I I 1.81 2.4 1

0丁3

1 1 2‘1 1 27 1
0．3 1

14．9
ト

16．0 0

’
R3 I 17．2

句弓

。.／ ’ ’1．61 2．4
0．4 －三

5.2

0．0 5．0 10．0 15．0 20．0 25．0 30．0

（月）

(注）本資料中の数値はいずれも概数である。
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第14表【機密性2】

通常訴訟事件(ﾜ)における判決率
匡二コ既済総数(a)

50．0％

45．0％

40．0％

35．0％

30.0％

25．0％

20．0％

15．0％

10．0％

5.0％

0.0％

60,000

匡二コ終局分類上の 50,000
「その他｣の事

件を除いた事

件(dia-c) 40,000
仁＝．判決件数(b)

一

一

|30,000

・

一

■

△

〆
↑

’雲･今←"全体の判決

率(b/a) 20,000
’

「
１
１
１ と

.一

’
－令…終局分類上 10，000

の｢その他」

の事件を除い

た判決率(b/ 0

d)
3年31年／

令和元年

2年30年平成28年 29年

31年／

令和元年和元年 2年
ノ ロ〒／

33，893 29，348

3年29年平成28年 30年

既済総数(a) 36，86740，27844，020 44，531

うち判決件数(b) 15，84115，122

44.6％

12，750

434％

15，07317，316 15､027

判決率(b/a) 43.0％37.4％33.7％39．3％

5，527うち終局分類上の｢その他｣の事件(c）

うち終局分類上のlその他｣の事件
を除いた事件

(d=a-c)

判決率(b/d)

292

29，056

43.9％

269

36↑598

3989，185 6，382

33，896 33,495

45.1％

35,34638，493

433％45．0％ 42.5％ 44.5％

通常訴訟事件(ﾜ)における控訴率
40.0％

35.0％

30.0％

25.0％

200％

15.0％

10.0％

5.0％

0.0％

20．000

17,316

[二二]判決件数

唾z” 控訴件数

一■一控訴率

15，841

｢－1
15．027 15，073 15，122

'5pOO i ! 12750

戸

| '‘少一P琴皇嘩一率i ↓

"7｡7%
15㎡5％ ，

-鰯一一一津

1 ,973 ； 2,798

霧－1蕊
2年 ’ 3年

10.000

i- 2,540

1霧

5,000
2，765

諺

2．733 21366

_蕊 霧

締寒
0

30年28年 29年

誰控訴率
15，84115，122

2，366

15．6％

'2，750

1 ，973

15．5％

'5，073

2，540

16．9％

17‘316 15，027

2，733

18．2％

2．7982765

17.7％16.0％

(注）本資料中の数値はいずれも概数である。
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【機密性2】 第15表

調停の状況

画
②

’

(注） 1 「取下等｣欄の件数は､移送及び調停に代わる決定を含む。
2本資料中の数値は、いずれも概数である。

一

受 理

旧受 新受 合計

既 済

成立 不成立 取下等 合計

未済

H28 328 395 723 262

(58.9%）

68

(15.3%）

115

(25.8%）

445

(100.0%）

278

H29 277 413 690 209

(57.4%）

58

(15.9%）

97

(26.6%）

364

(100.0%）

326

H30 326 484 810 296

(61.8%）

74

(15.4%）

109

(22.8%）

479

(100.0%）

331

H31/R1 331 514 845 233

(49.8%）

84

(17.9%）

151

(32.3%）

468

(100.0%）

377

R2 377 496 873

157

(36.3%）

45

(10.4%）

230

(53.2%）

432

(100.0%）

441

R3 441 809 1250

376

(45.6%）

112

(13.6%）

336

(40.8%）

824

(100.0%）

426



【機密性2】

概況説明資料（刑事部）

表
表
１
２

表
表
表
表
表
表

表
表
表
一
一
表
・
表
表
表
表
０
１
２
３
４
５

１
２
３
４
４
５
６
７
８
９
１
１
１
１
１
１

第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第

刑事部の構成等

東京地方裁判所刑事部裁判官配置表

東京地方裁判所部内委員等名簿 （刑事部関係）

刑事訴訟事件 （新受， 既済， 未済） 年度別比較表

年度別新受人員調査表

刑事訴訟事件新受人員の推移

刑事訴訟事件， 外国人事件， 租税事件調査表

刑事訴訟事件終局人員年度別調査表

刑事訴訟事件未終局人員 （審理期間）年度別比較表

刑事訴訟長期未済事件 （ 2年経過）年度別調査表

裁判員裁判対象事件等の新受人員調査表

裁判員裁判対象事件月別比較表

勾留関係事件等年度別調査表

勾留関係事件等の推移．

被疑者国選弁護事件処理状況調査表

医療観察事件新受件数調査表．

、
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第1表

刑事部の構成等

令和4年5月1日現在

第 1部の数

1 合議部

2令状部

3か部

1か部（第14部）

1

第 2配置人員

1 裁判官

（1）判事 45人

（2）特例判事補 5人（うち留学1人）

（3）判事補 10人

計 60人

2裁判官以外の職員
（事務補助員、任期付採用者及び：
官以外の
（事務 員、任期付採用者及び臨

査官

記官

時的任用者は含まない。 ）

1人

46人（うち留学1人、研修1人、税大1人、育休3人、

(1)

(2)

調査

書記 146人（うち留学1人、研修1人、税大1人、

産休1人、休職1人)

‐ 13人

72人（うち育休1人、産休1人、休職1人）

230人

１
１
３
４
１
く
速記官

事務官

計

第 設備3

合議用法廷 20室（うち裁判員裁判用法廷は16室（大法廷
1室、ピデオリンク法廷1室を含む。 ） ）

25室 ‘

5室

50室

1

単独用法廷

勾留質問室

計

２
３



蕊灘■(次塞■■'首席書記官次席書記官東京地方裁判所刑事部裁判官配置表 菊地

塚原
次席書記官
次席書記官

所長代行
所長代行

永渕健一

鈴木 巧
岡
崎
廣
水
美江
幹也

明弘

雅彦

氏 名 ｜ 内線氏 名 ｜ 内線 ｜ 氏 名 ｜ 内線 ’ 氏 名 ｜ 内線
■■/開廷日:火水木金

一一一.一.--.一一一一 －－‐.－－－,一一一 '－－－ .一‐－－－－－－

1－
坂田威一郎

古玉正紀

水越壮夫

竹内瑞希

藩記蕊瀦■I■

ロ開廷日:月火水金
一~~－_

平出喜一

須田雄ー

渡邊－昭

赤瀬杣紀 一一L

識記歸舗

第1部

総判

判

判

捕

ｌ
ｌ
ｌ
ｉ

榔
一
鉾
半
半
村

棒
弟
一

部
一
判
判
判
柿

ね
一
総

捨
弟
一

部
一
判
判
判
補
補

万
一
総
兼

第
一

＝開廷日:月火水木

■
健司

光夫

志保

鮭治

優 ■■■

悪記歸醗ﾛ■■

’１
１

下津

兒島

秋田

松下

遠縢

’

第8部(租税部） 画開廷日:月火水金 第14部(令状部）
｡‐‘__- --.---－－1－－－－－－

■郵
一
綱
郷
剰
獅

第
一
兼

第'8部 口開廷日

総判 野村 賢

判 池田知史

判 西山志帆

補 大崎敦生

書記官室内線：
夜間直通

第19部
--------------'一一 ----------一一一・-.---‐

兼熱 ｜ ロ蕊蕊
兼判． 日野周子

， 兼補 清水洋佑

｢第20部

兼総判 野村 賢

兼判 池田知史

兼判 西山志帆

兼補 大蹄敦生

:月火水金ｒ
ｌ
Ｉ
ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
１
ｌ

－
明
意
子
晟

一
康
享
航

一
橘
原
島
村

一
高
蛯
津
木

１
１

鈴木

小坂

高嶋

花田

北原．

河原

大村

佐藤

松下

河本

官室内

巧

茂之

諒

隆光

直樹

春奈

明菜

雅英

健治

薫

判
判
判
判
特
特
特
特
揃
特

一
総

第3部 ■■/開廷日‘火水木金

…悪｣-|-－－－－－－－－－=一‐丹羽敏彦

判 深野英一

判 長池健司

補 佐藤有紀 ニーー

書記藷醗I■■

■■
’

第9部
一---------------------------十----------

総判 永渕健一‐ ｜
兼判 吉田智宏 ｜
兼判 向井亜紀子 ｜
兼補 池田翔平 ’

一一＝戸.一一一も.一

線書記
夜間直通

稚
一
－
１
一

日－

１
潔

月
一
●
処
一

線
通

廷
一
内
直

開
一
室
間

一
一
織
敬
敦
識
蹄
夜

第15部口開廷日:月火木金

一-----------''一一＝‐高橘康明

蛯原 意 ‐
津島享子

木村航晟

番記議灘蕊麹麗溌

第4部
一一一一一一-一一一－－－1

総判

判

判

補

口開廷日:月火水金
------.----- -----------十---＝ニーー
向井香津子 ’

1

世森ユキ． ｜
日野周子 ｜

=一一
清水洋佑

書記官室内線
夜間直通

第10部 香川

祷原

賀嶋

竹田

総判

判

判

補

｜
判
判
判
補

一
総

口開廷日:月火水木
一一一.~~一・一一~－マーーー~ 一~ー－－-

健次

謙介

志穂

洋平

書記歸鰯■ﾛ■

第16部

山
１
１

郵
一
鋤
押
郷
獅
鄙
一
糾
判
判
補

第
一
兼

《
弟
一

一
毒
榊
吋
趣

，．《Ｊ

，

Ｆ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

一
判
判
判
補

一
総「

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

一
郎
紀
夫
希

二
正
壮
瑞

一
威田
玉
越
内

一
坂
古
水
竹

■一一一Ⅱ一一一一

■開廷日:月火水木

！■
佐伯恒治

坂田正史

加藤雅寛

滝口麻理奈

書記諭瀦蕊灘’

一一ザーーロー■一一

一
永
林
井
立

一
安
小
向
足

ｆ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

螂
一
↑
細
郷
剰
獅

第
一
兼

一~~一~~テーー一~~「~~_~‐

健次 ｜
謙介 ｜
志穂

｜洋平 ，

識
函
剛

｜
’

令和4年5月31日現在【機密性2】

篭
蕊



東京地方裁判所部内委員等名簿(刑事部関係） ． 【機密性2】
令和4年5月24日現在

■ 〒 一 口

鵠
ｍ
剛

’

1／2

◎常置委員会

常置委員所長代行
〃 〃

〃 ・ 判事
〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃 、

〃 〃

〃 〃

＠事蕃分配関係委員会
委員長 所長代行
委員 判事
〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃

〃

〃

首席書記官

訟廷管理官
事件係長

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

部
部
部
部
部
部
部

４
６
７
０
０
１
７

ｌ
く
く
１
１
１
１

く
く
く
く

（4部

(10部
(11部

(13部
(15部

◎裁定･丙類合議委員会
委員長 所長代行
委員
〃

〃

判事
〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

(10

<11
(13
(15
(16
(17

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

細
細
細
細
細
細

◎新任判事補研さん関係委員会
委員長 判事 （3部）
委員 〃 （13部）
〃 〃

〃 〃

〃 〃

ｊ
ｊ
ｊ

部
部
部

４
５
６

く
く
く

１
１
１

◎司法修習生指導等委員会
委員長 判事 (13部）
委員 〃 （1部）
〃 〃

〃 〃

〃 〃

(10部）
(17部）
(18部）

補佐官 ノノ （7部）(7
〃 〃

〃 〃

〃 〃

(1
(1

(1

０
１
８

ｊ
ｊ
部
部

部）

永
鈴
高
佐
浅
向
日
神
兒
鈴
高
向
神
平
香
菊
増
野
永
鈴
向
神
平
香
安
下
丹
須
小
賀
向
平
坂
向
兒
野
内
日
向
西

渕健一

木 巧

橋康明
伯恒治

香竜太
井香津子
野周子

田大助
島光夫

木 巧

橋康明
井香津子
田大助
出喜一
川徹也
地明弘

田孝一
崎裕一

渕健一
木 巧

井香律子
田大助
出喜一
ノ| ｜徹也
永健吹
津健司

羽敏彦
田雄一

坂茂之
嶋 敦
井志穂

出喜一
田威一郎

井香津子
島光夫

村 賢
山裕史
野周子

井亜紀子
山志帆

＠裁判例等整備委員会
委員長 判事
委員 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 特例判事補
〃 判事補
〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 訟廷副管理官
〃 主任書記官
〃 管理係長
〃 記録係長

◎図書等整鱗委員会
委員長判事
委員 〃
〃 特例判事補
〃 訟廷副管理官

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

郷
卿
螂
螂
螂
榔
螂
螂
獅
螂
卿
郷

く
く
Ｉ
く
く
く
く
く
く

１
く
Ｉ
１
１
１
１
く
１
１
１
１

(17部

(10部
(14部

〃 主任書記官 (1
〃 庶務係長

＠警備関係委員会
委員長 判事
委員 〃
〃 〃 ．

〃 〃

″
″
″
″

次席書記官
訟廷管理官
訟廷副管理官
管理係長

〃 総務課長

7割

(4

(6
(8

(17

〃 ， 総務課課長補佐
〃 警務課長
〃 警務課課長補佐
ｵﾌ，ｻ．-バー東簡訟廷管理官

、産定委員会
委員長 判事
委員 〃
〃 〃

〃 主任書記官
〃 記録係長

ｊ
ｊ
ｊ

I)

部）
部）

部）

部）

６
４
６
６

１
く
１
１

く
く
く

部
部
部
部

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

野
加
蛭
榊
賀
秋
大
木
赤
足
大
岡
大
小
中
下
世
大
藤
上
川
高
佐
野
兒
水
増
田
小
望
鷲
勝
小
新
安
蛯
小
門
中

村 賢
藤雅寛
田円香

原 敬

嶋． 敦
田志保
村明菜
村航晟
瀬柚紀
立洋平
崎敦生
村抄矢子
瀬章博
林裕和
山史子

津健司
森ユキコ

村明菜
岡真吾
田有佳子

島真知

橋康明
伯恒治

原俊郎
島光夫

崎幹也
田孝一
中知之
林裕和
月正一

津 健
野裕之

菅聡.史

富祥子

永健次
原 意

林謙.介
田正和

山史子

⑥弁護人関係委員会
委員長 判事 （7部）

委員 〃 （4部）
〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 次席書記官
〃 訟廷副管理官
〃 主任書記官

″
″

″
″

〃 〃 ‐

〃 事件係長
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ東簡首席書記

＠記録関係委員会

委員長 判事
委員 〃

〃 〃

〃 次席書記官
〃 訟廷副管理官
〃 主任書記官
〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 押収物係長
〃 記録係長
ｵﾌﾟｻﾞｰｰﾊ

0
ー 事件係長

◎ICT関係委員会
委員長 判事
委員 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃
●

〃 次席書記官
〃

〃

〃

$部）
(14部）

(18部）

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

部
部
部
部

７
４
６
８

Ｉ
１
１
ｌ

ｌ
く
く

官

訟廷副管理官
主任書記官
管理係長

〃 裁判員第一係長

(16

(10
(13

部
部
部

４
８く

(10
(13
(14

(16

ｊ
ｊ
ｊ

ｊ
ｌ
ｊ
ｊ
ｌ
ｊ

部
部
部
部
部
部

§
部
部
部
部
部
部

佑
々
伯
、
過
腔

く
く
く

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

焔部）

浅
蛯
坂
小
野
廣
藤
田
遠
須
山
野
大
安
日
須
水
岡
金
大
木
坂
新
須
圖
中
野
佐
鎌
馬
吉
平
高
塚
田
川
小
酒

香竜太
原 意
田正史

坂茂、之
村 賢
岡美江

岡真吾
中 晃
藤尚記
藤智映.子
形美貴子
崎裕一
沼 剛

永健次
野周孑

田雄一

崎幹也
村抄矢子
澤美佳
河原まき

所賢一
田眞治士
谷洋子

藤智映子

師有美
山史子

崎裕一

伯恒治
倉正,和
場嘉郎
田智宏

出喜一
鴫 諒

原雅彦
中知之

人亜季
林裕和

井百合子

◎刑事法改正関係委員会
委員長 判事 （11
委員 〃 （3
〃 〃 （4
〃 〃 （6
〃 〃 （8
〃 〃 (11

． 〃 〃

〃 訟廷副管理官
〃

(14部

ｊ
ｊ
ｊ
ｌ
ｊ
ｊ
ｊ

部
部
部
部
部
部
部

主任書記官 （6部）
〃 〃 （8細
〃 〃 (11部）
〃 〃 （14部）
ｵﾌﾟｻﾞｰﾊﾞｰｰ 東簡訟廷管理官
、外国人関係委員会
委員長 判事
委員 〃
〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 特例判事補
〃 ‘ 訟廷副管理官
〃 。 主任書記官
〃 〃。

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

･〃 〃

〃 〃

〃 庶務係長
〃 同係書記官

ｵプｻﾞｰﾊﾞｰ東簡事件係長
＠令状関係委員会
委員長 所長代行

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

部
部
部
部
部
部
部
部
部

８
３
４
６
３
５
７
８
４

く
く
く
く
１
１
１
１
１

く
く
く
く
く

１
３
７
８
３
４
５
７
８

く
く
く
く
１
１
１
１
１

く
く
く
く
く

剖
訓
訓
剖
細
細
剖
剖
鋤

委員 判事 (14部）
〃 〃 (14鋤
〃 特例判事補 （14部）
◎法科大学院関係震員会
委員長 判事
委員 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 ． 判事補
〃 〃

〃 訟廷副管理官

(10

（1
（4

（6

（8
(10
(15

（3
（4

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

部
部
部
部
部
部
部
部
部

〃 主任書記官 （10部）

神
長
津
坂
菱
吉
高
藤
出
大
鷲
関
新
野
深
蛯
加
渡
賀
兒
池
河
三
齋
安
青
中
石
水
富
上
山
川
平
濱
鈴
小
花
北
向
水
津
坂
馬
世
榊
佐
木
三
木

田大助
池健司

島享子
田正史

川孝之

田智宏
嶋 諒
岡真吾
牛一明

河原まき

津真一
根一宏
富祥子

原俊郎

野英一
原 意
藤雅寛
邉一昭
嶋 敦
島光夫
田知史

原春奈
角 宏
藤 勲
武重治
木宏･吹
田広正

動智久

戸達城
所 慈
田有佳子

形美貴子

島真知
田頌子

田 正

木 巧
坂茂之
田隆光
原直樹

井香津子
越壮夫
島享子

田正史
場嘉郎
森ユキコ
原 敬

藤有紀
村航晟
角 宏
所腎一
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◎医療観察法関係委員会
委員長 判事
委員 〃

″
″
″
″
″
″
″
″
″

！
１
Ｊ
１
１
１
Ｊ
Ｉ
Ｉ

Ｊ
ｊ
Ｊ
１
Ｊ
Ｊ
ｊ
Ｊ
ｊ
.〃 ､ 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 判事補
〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃

〃

〃

次席書記官
訟廷副管理官
主任書記官

″
″
″
″
″

Ｉ
１
１
Ｉ
Ｉ

Ｊ
ｊ
ｊ
Ｊ
ｊ

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｌ
ｊ

部
部
部
部
部
部
部
部
部
部
部
部
部
部
部
部
部
部
部
部
部
部
部
部
部
部
部
部
部
部

４
１
１
１
４
４
０
０
０
１
１
１
５
５
５
８
８
８
１
４
０
１
５
８
１
４
０
１
５
８

／
ｌ
／
ｌ
／
ｌ
〃
！
“
！
ｆ
、
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
ノ
ｌ
ノ
ー
１
１
１
１
く
く
１
１
１
１

く
く
く
く

く
く
く
Ｉ
く
く
ｌ
く
く
く
く
く
ｌ
く
く
く

◎犯罪被害者等関係委員会
委員長 判事 （15部）
委員 〃

〃 〃

〃 ． 〃

〃 〃

〃 〃

″
″
・
″
″

特例判事補
次席書記官
訟廷管理官
主任書記官

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃

〃

庶務係長
管理係長

く
く

(1
（3
10

11

(16

(14

(1

細
細
剖
訓
剖
訓

(3
(10
(11
(15

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

部
部
部
部
部

オブザーバー東簡簡裁判事 （2室）
〃 東簡訟廷管理官

高
坂
古
水
蛯
津
向
世
日
神
吉
向
香
榊
賀
野
池
西
竹
木
清
池
竹
大
水
岡
齋
金
桑
串
羽
大

橋康明

田威一郎
玉正紀

越壮夫
原 意
島享子

井香津子
森ユキコ
野周子

田大助
田智宏

井亜紀.子
川徹.出
原 敬
嶋 敦
村 賢
田知史

山志帆
内瑞希
村航晟
水洋一佑

田翔平
田美波
崎敦生

崎幹也
・村抄矢子
藤 勲
澤美佳

原寛之
田智幸
賀秀博
瀬章博

香川徹也
古玉正紀
深野英一
日野周子

向井亜紀子
小林謙介
北原直樹
水崎幹也
増田孝－
濱口勝美
安武重治
桑原寛之

鷲津真一
羽賀秀博
川島真知
小林裕和

笹原 誠
新富祥子

◎刑事･少年関係連絡壇議会
代表幹事所長代行
幹事 〃

〃 判事
〃 〃

〃 〃

〃 判事補

◎刑事華判実務研究会
常任幹事所長代行
幹事 判事

◎裁判長懇談会

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

ｊ

部
部
部
部
部

７
７
７
７

４

１
１
１
１

ｌ

ｌ
く
く
く

く

常任幹事所長代行 鈴木 巧
幹事 判事 （6部）佐伯恒治

◎昼食会
代表幹事判事

◎垂水会
幹事 判事
〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 判事補

＠霞鴎会
幹事 判事
〃 〃

〃 〃

＠水屋会

幹事 判事
〃 〃

／ｰ

◎鍾翔会
幹事
〃

特例判事補
判事補

〃 〃

〃 〃

(17部）下津健司

“
“
包
伍
伍
佃
“

(1
(1
(1

(1
(1

(1
(1
(1
(1

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

部
部
部
部
部
部
部

3部）
6部）
7部）

0部）

6部）

4部）
3部）
6部）

8部）

永渕健

鈴木
下津健

兒島、光
秋田志

遠藤

鈴木

小坂茂

鈴木
佐伯恒

下津健

高橘康
蛯原
津島享
佐伯.恒
坂田正

加藤雅

木村航

須田雄
小林謙

兒島光

日野周

向井志

北原直
赤瀬柚
足.立洋

大崎敦

一
巧
司
夫
保
優
巧
之
巧
治
司
明
意
子
治
史
寛
晟
一
介
夫
子
穂
樹
紀
平
生

◎公判前整理手鏡委員会
委員長 判事 （3部
委員 〃 （3
〃 〃

〃 〃

(8
(13

〃 〃 （15
〃 〃 (16
〃 〃 （17

6

〃 次席書記官
〃 訟廷副管理官
〃 主任書記官
〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

◎公判審理手続委員会
委員長 判事

部
部
部
部
部
部

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

ｊ
ｊ
ｌ
ｊ
ｊ

部
部
部
部
部

３
４
３
６
７

く
く
１
１
１

く
く
く

(17部）

委員 〃 （3部）
〃 〃 ．

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 訟廷副管理官
〃 主任書記官
〃 〃

〃 〃

〃 〃

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

部
部
部
部

７
８
３
８

く
く
１
１
く
Ｉ

部
部
部
部

３
６
７
７

Ｉ
〃
ｌ
ｌ
１く

、裁判員選任手続委員会
委員長 判事
委員 〃

.〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 次席書記官
〃 訟廷管理官

一

〃 裁判員調整官
〃 主任書記官
〃 裁判員第一係長
〃 同係書記官
〃 〃

〃 裁判員第二係長
〃 同係事務官
〃 事務局次長
〃 経理課長

(1

(1

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

郷
螂
螂
螂
螂
榔
郷

ｌ
く
く
１
１
１
１

く
く
く
く

(1部）

丹羽敏彦
長池健司
菱川孝之
須田雄一
榊原 敬
向井志穂
秋田志保

庇岡美江

藤岡真吾
田村嘉之
山内章爾

坂田眞治士
門田正和
堀崎真二

下津健司

深野英一
鎌倉正和
馬場嘉郎
渡邊一昭
池田知史

岡村抄矢子
田村嘉之
川人亜季
田中 晃

堀崎真二

坂田威一郎
古玉正紀
加藤雅寛
渡邊－昭
小林謙介
秋田志保

西山志帆

鹿岡美江
増田孝一
曽根 寛
演口勝美
酒井百合子
山口修史

山之内蓋史美
近藤晃一
坂本千秋

坪谷和伸
祖山雅夫

◎裁判員制度等広報委員会
委員長 判事 （7部）
委員 〃 （3部）
〃 ‐ 〃 （7部）
〃 〃 （8部）
〃 〃

〃 〃

〃

〃

(14部）

(16部）
特例判事補 （14部）
判事補 （3部）

〃 〃 (7部）
〃 〃 （10部）
〃 〃 （11部）
〃 〃 （15部）
〃 次席書記官
〃 裁判員調整官
″
″

裁判員第一係長

裁判員第二係長
ﾉ／ 総務課長
〃 総務課課長補佐

＠裁判員裁判の在り方を考える委員会
委員長 所長代行
委員 判事
〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃 ．

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

ｊ
ｊ
ｊ
ｌ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

部
部
部
部
部
部
部
部
部
部
部
部
部

１
３
４
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８
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．
１
３
５
６
７
８
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、
く
ｉ
、
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く
く
１
１
１
１
１
１
１

く
く
く
く
く
く
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浅香竜太
長池健司

内山栴史
蛭田円香

花田隆光
向井志穂
河原春奈
佐藤有紀
金井千夏
清水洋佑
池田翔平
竹田美波
廣岡美江
曽根 寛
酒井百合子
近藤晃一
望月正一

鷲津 ，健

員会
鈴木 巧
坂田威一郎

長池健司
蛯原 意
坂田正史
浅香竜太

蛭田円香
向井香津子
神田大助
須田雄一
賀嶋 敦
安永健次
下津健司
池田知史

木



刑事訴訟事件（新受、既済、未済）年度別比較表

(延べ人員）(延べ人員）一．一新受

一卜既済

一一未済(不動事件を含む）
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0 0
平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年

【単独事件】

平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

【合議，単独計】

令和3年
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年度別新受人員調査表

東京地方裁判所刑事訟廷事件係

拙
心
’
㈹
剛

〔備考〕

甲類法定合議事件とは､裁判所法26条2項2号に定める合議制事件(法定合議事件)のうち乙類合議事件を除いたものをいう。

乙類(法定､裁定)合議事件とは､法定合議事件又は事件の係属する部からの申出に基づき裁定合議委員会において合議体で審判するのが相当であるとの
決定をした事件のうち公安労働等に関係する事件をいう。

部内合議決定には法定合議事件､裁定合議事件に併合された単独事件を含む。
下欄の｢3(3月末現在)｣及び｢4(3月末現在)｣は､令和3年3月31日現在と令和4年3月31日現在を比較したものである。
（ ）内は前年度以前受理事件を各年度に合議事件としたもので､いずれの年度にも計上していない。

年度

新 受 人 員 数（延べ人員）

合継単独合計 合議事件 単独事件

18 12,5()9 1,345 888 888 0 457 15 0 442( .51 ) 11，164

l9 l(),587 1,113 755 752 3 358
0
J 4 351 ( 40 ) 9,474

20 9,479 1.184 821 821 0 363 2 2 359（ 57 ） 8,295

21 9,315 964 624 624 0 340 5( 1 ) ll 324（ に2 ） 8,351

22 7,931 754 462 462 0 292
ハ
ム 0 290（ 50 ） 7,177

ワワ
今J 6,896 501 345 345 0 156 l ( 1 ) 0 155( 53 ) 6，395

24 6,600 580 294 288 6 286 ll ( 3 ) 2 273( 61 )』 6,020

25 6,324 532 312 312 0 220 21 0 199( 21 ) 5,792

26 6,828 537 337 337 0 200 17 2 181 ( #l1 ) 6,291

27 7,763 776 472 470 ワ
今 3()4 0（ 6 ） 0 304（ 60 ） 6,987

28 6,909 622 404 402 2 218 5 （ 6 ） 1 212( 67 ) 6,287

29 7，662 509 353 350 3 156 (） 3 153( 21 ) 7,153

30 8,714 478 370 370 0 108 l2 0 96（ 25 ） 8.236

I 8,220 639 458 458 0 181 9（ 3 ） 1 171 ( ‘19 ） 7,581

の
生 7，787 590 386 386 (） 204 ･24 1 179( 194) 7,197

3 7,262 394 262 262 0 132. 6 0 126 54 6,868

3 （3月末現在） 1,645 83 67 67 0 16
ｎ
〃
空 0 14( 41 ) 1，571

4 （3月末現在） 1,764 130 104 104 0 26 0 0 26（ 26 ） 1,634



刑事訴訟事件新受人員の推移
F二忍司
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刑事訴訟事件,外国人事件,租税事件調査表

1刑事訴訟事件(新受､既済《未済)処理状況 (延べ人員）

3租税事件(新受､既済､未済)処理状況2外国人事件受理状況 (延べ人員） (延べ人員）
I

鵠
①
州

※合議は法定合議事件を指す

新受

合議

法定合議 裁定合議
単独 計

‘既済

合議 単独 計

ー

フ ﾐ済

合議 単独

ノ

計

29 353 156 7,153 7,662 615 6,674 7,289 443 2,189 2,632
,

30 370 108 8,236 8,714 600 7,761 8,361 377 2,608 2,985

1 458 181 7,581 8,220 563 7,609 8,172 520 2,513 3,033

2 386 204 7,197 7,787 685 6,864 7,549 657． 2,614 3,271

3
■一一一一一一一一一→ー■■

(1～3月）

262
~■‐‐‐‐ｰー■

67

132
､一一q■■■ーｰー■q■

17

８
－
１

船
一
別

，
■
，

６
－
１

一一

7,262
■■‐一一■■ロー－■■一－－

1,645

681
■－－ｰ－■■ロマーローー■

268

6,748
｡

1,869

7,429

2,137

438
●‐｡ー‐‐ー‐ローロー■

524

2,666
■■‐一‐‐‐■■ｰ÷■■－－

2,255

3，104
，－－－一一一一一■■■■ｰ■

2,779

4

(1～3月）
104 26 1,634 1,764 137 1,948 2,085 453 2;330 2,783

新受

合議 単独 計

凸 ● 既済

合議 単独 計

未済

合議 単独 計

29
4

1.1％

93

1.3％

97

1.3％
15 79 94 15 27 42

30
5

164%

60

0.7％

65

0.7％
8 55 63 12 32 44

1
2

0.4％

56

0.7％

58

0.7％
3 55 58 11 33 44

2
6

1.3%

､49

0.6％
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0.7％
13 54 67 4 28 32

3

口q■一一戸一一｡ーｰ‐・■‘
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1

■■＝‐■■一一‐
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0.6％
5 16 21 0 19 19

合議※ 単独
合議,単
独計

29
91
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1,323
18.5％
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34.3％
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21.2％
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1
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刑事訴訟事件終局人員年度別調査表
－

～

拙
劃
剛

g

7ノーで､西 ■

審理期間別終局人員と総人員に対する割合
』 ．

1月以内 3月以内 6月以内 1年以内 2年以内 3年以内 5年以内 5年超過 終局総人員

控訴率(%）

29

合議

単独

合単計

人員

割合
人員
割合

人員
割合

10

1.6％

360

5.4％

370

5.1％

102

16.6％

4200

62.9％

4302

59.0％

127

20,7％
1453

21.8％
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34.3％
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合議

単独

合単計
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ｄ
■
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割合

人員
割合

8

1.3％

351

4.5％

359

4.3％

145

24.2％

5159

66.5％

5304

63.4％
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合単計
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割合
人

ゴ
コ
『
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割合

人員
割合

6

1.1％

248

3.3％
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61.4％
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2
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人員
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8
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172
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54.5％
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51.2％

136

19.9%
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0.3%
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刑事訴訟事件未終局人員(審理期間)年度別比較表
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ー

刑事訴訟長期未済事件(2年経過)年度別調査表

1年度別調査表

(合議･単独計）

2長期化事由調査表

(合議事件）(延べ人員） (延べ人員） (延べ人員）

(延べ人員）(単独事件）

※（ ）内の数字は不動事件の件数を内数で示し，
〔 〕内の数字は不動事件を除く割合を示す。

※1の年度別調査表の長期未済件数中､令和4年4月末日現在
の不動事件を除く長期未済事件を対象とした。

拙
①
剛

※（ ）内の数字は不動事件の件数を内数で示し、
〔 〕内の数字は不動事件を除く割合を示す。

一夕

年度
未済

件数
長期未済
件数

長期未済件
数の占める割
合(％）

29 2,632

64

0

2.4

〔2.4〕

30 2,985

76

(24）

2.5

〔1.7〕

1 3,033

78

(24）

2.6

〔1.8〕

2 3,271

105

(24）

3.2

〔2.5〕

－

０
日

０
０
０
－

3

q■■ーー→一一一一一ー一一

(4月末時点）

3,104

－－ｰ~ー‐ロロー

2,882

154

(24）
マーーーーーーーーー■■‐~■

123

(24）

5.0

〔4.2〕
■■■一一一一一⑧一一一■■■■■

4.3

〔3.4〕

4

(4月末現在）
2,832

176

(22）

6.2

〔5.4〕

年度
未済

件数
長期未済
件数

長期未済件
数の占める割

合(％）

29 443
36

(20）

8.1

〔3.6〕

30 377
42

(20）

11.1

〔5.8〕

1 520
47

(20）

9;0

〔5.2〕

2 582
71

(20）

12．2

〔8.8〕

F

d

3
■■一一■■一一一‐－－－

●

■■■■ロ

: （4月末時点）
。
■
●

８
－
０

３
”
２

４
－
５

87

（20）
83

(20）

19．9

〔15.3〕
pｰ－－1■■一一一一‐~ーつ｡

16．0

[12.1]
4

(4月末現在）
450

92

(20）

20.4

〔16.0〕

合
単
別

事案複
雑困難

被告人

の逃亡
病気等

関連事

件の審
理待ち

計

合
．
議
事
件

2年以上

3年以上

4年以上

5年以上

6年以上

7年以上

8年以上

9年以上

10年以上

計

21

35

1

57

2

11

2

15 0

23

35

12

0

0

0

0

0

2

72

単
独
事
件

2年以上

3年以上

5年以上

’三口

49

8

2

59

~4■■－ 5

10

6

21

10

10

64

18

8

90

合議･単独計 116 36 10 162

年度
未済
件数

長期未済
件数

長期未済件

数の占める割
合(％）

29 2,189
28

(4)

1.3

〔1.1〕

30 2,608
34

(4)

1‘3

[1.2]

1 2,513
31

(4)

1.2

〔1.1〕

2 2,665
34

(4)

1.3

〔1.1〕

F

ロ

3
－－■■－－■■＝ー0■‐‐■■■

: （4月末時点）
由
り
■

2,666
■， ﾛ｡＝一＝‐一？＝

2,362

舸
堕
柵
毎
一

(4)

2.5

、 〔2.4〕
1,7

‐ 〔1.5〕
4

(4月末現在）
2,382

84

(2)

3.5

〔3.4〕



第10表

裁判員裁判対象事件等の新受人員調査表
合議・単独別等の新受人員内訳

合議・単独別 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 合計 5年平均
令和4年
(1～3月）

法定合議事件
、

､， 353 370 458 386 262 1829 366 104

裁定合議事件 156 108 181 204 132 781 156 26

単独事件 7153 8236 7581 ． 7197 6868 37035 7407 1634

新受人員合計 7662 8714 8220 7787 7262 39645 7929 1764

裁判員対象事件罪塩（未遂を含む） 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 合計 5年平均
令和4年
(1～3月）

現住建造物等放火 7 7 5 11 6 36 7 0

激発物破裂 0 0 0 0 0 0 0 0

通貨偽造 1 0 １
．

0 1 3 1 0

偽造通貨行使 0 4 4 1 7 16 3 24

偽造通貨輸入 0 0 0 0 2 2 0 0

強制わいせつ致死傷 14 12 9 6 5 46 9 1

強姦致死傷，強制性交等致死傷 12 5 3 9 6 35 7 1

集団強姦致死傷 2 0
，

0 0 0 2 0 0

殺人 25 19 27 17 17 105 21 5

傷害致死 6 8 7 4 6 31 6 1

危険運転致死
I

0 0 0 0 1 1 0 0

保護責任者遺棄致死 0

■ ●

2 0 2 0 4 1 0

逮捕監禁致死 0 0 0 0 0● 0 0 0

今

身代金拐取 0 0 0 0 0 0 0 0

拐取者身代金取得等 0 0 0 0 0 0 0 0

強盗致傷（強盗傷人） 48 44 56 47 9 204 41 6

強盗致死（強盗殺人） 3 0 5 0 0 8 2 0

強盗強姦，強盗・・強制性交等 2 3 2 4 2 13 3 1

強盗・強制性交等致死（強盗・強制性交

等殺人）
0 0 0 0 1 1 0 0

卜

爆発物取締罰則 1条， 2条 1 0 0 0 0 1 0 0

銃刀法〔略称） 31条(3条の13)， 31条の
2第2項(3条の4）

7 4 5 0 0 16 3 0

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制
等に関する法律3条1項7号， 3条1項10号

0 0 0 4 0 4 1 0

覚せい剤取締法41条2項 23 26 66 16 10 141 28 4

麻薬及び向精神薬取締法64条2項 0 0 1 0 I 2 0 0

麻薬特例法（略称） 新法5条1～4号， 旧
法8条1～4号

0 9 11
n
白 27， 49 10 4

裁判員対象事件新受人員合計 151 143 202 123 101 720 144 47



第1 1表

裁判員裁判対象事件月別比較表

令和3年

含永n4室

※既済率：全既済件数／全新受件数（小数点第2位を四捨五入）
※新受：当該月に訴因変更決定により対象合議事件となった件も含む。

k

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

I

令和2年

新受件数 104 180 151 139 133 147 150 96 151 143 202 123

既済件数 9 152 166 151 152 129 128 124 110 158 144 145

未済件数 95 123 108 96 77 95 117 89 130 115 173 151

既済率
(累計）

8.7％ 56,7％ 75.2％ 83.3％ 89.1％ 88.9％ 88.3％ 91.9％ 89.6％ 91.8％ 89.2％ 91‘2％

令和3年
令和4年

(3月末）
合計

新受件数 101 47 1,867

既済件数 128 26 1,722

未済件数 124 145

既済率
(累計）

93.2％ 922％

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

新受件数 4 6 9 6 4 4 7 15 8 8 15 15

既済件数 8 15 19 3 10 13 13 0 7 15 15 10

未済件数 147 138 128 131 125 116 110 125 126 119 119 124

既済率

(累計）
91.5％ 92.0％ 92.8％ 92.5％ 92.8％ 93.4％ 93.7％ 92.9％ 92.9％ 93.3％ 93.4％ 93.2％

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

新受件数 10 10 27

既済件数 5 8 13

未済件数 129 131 145

既済率
(累計）

93.0％ 92.9％ 92.2％ （



勾留関係事件等年度別調査表
ｰ

1 勾留請求事件関係 (件数） 2勾留理由開示請求事件関係 （件数）

4準抗告請求事件関係3保釈請求事件関係（刑事第14部取扱い分） (件数） (件数）

(c)請求総数のうち接見禁止等に対する準抗告((a)+(b))

|噸菫蝋繍墓対する件ゞ
部
二
Ｎ
熟

請求総数 発付総数 却下総数 発付率

29 14，929 13,154 1，775 88.1％

30 15,671 13,811 1,860 88.1%

1 14，521
ゆ

12》955 1,566 89.2％

2 13,603 12，618 ●

●

985 92.8％

3

(1～4月）

13，161

4,239

12,210

3,918

951

321

92.8％

92.4％

4

(1～4月）
4，269 4,001 268 93.7％

請求総数 開示総数

29 105 85

30 104 92

1 93 88

2 69 57

3

(1～4月）

58

17

56

17

4

(1～4月）
18

請求総数 許可総数 許可率

29 1，931 1,330 68.9％

30 2，124 1,498 70.5％

1 2，114 1，237 58.5％

2 2，197 1,219 55.5％

3

(1～4月）

･2,012

644

1,164

379

57.9％

58.9％

4

(1～4月）
561 306 54.5％

請求総数 (c) (a) (b)

29 1,864 113 113 0

30 1,833 125 125 0

1 1,815 111 111 0

2 2,023 157． 157 0

3

(1～4月）

1,869

607

126

29

126

29

0

0

4

(1～4月）
504 41 41 0



第13表

勾留関係事件等の推移
l 勾留請求事件関係
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第14表

被疑者国選弁護事件処理状況調査表

第1ら表

医療観察事件新受件数調査表

※括弧内の数字は､東京地裁以外の裁判所での入院決定に対する申立て

I

年度

勾留質問した被
疑者総数

勾留質問した
対象事件数

被疑者総
数に対する
割合

請求総数

対象11『件
数に対する
割合

選任決定 釧求倣回 却下

職権によ
る選任決
定

0

0

選任決定総数

匿雷蕊
割合

平成29年 14,929 9,992 66‘9％ ･6,767 67.7％ 6,595 145 23 173 6,768 67.7％

平成30年
●

｡

15,671 13,528 86.3％ 9,021 66.7％ 8,776 208 37 187 8,963 66.3％

令和元年 14，521 ロ521 100.0％ 9,560 65.8％
の｡
9,308 182 70 261 9,569 65.9％

令和2年 13，603 13,603 100．0% 9,241 67,9％ 8,979 115 36 194 9,173 67.4％

令和3年 13,161 13,161 100.0％ 8,990 68.3％
C

f

8,813 137 25 163 8,976 68.2％

(1～4月） 4,239● 4,239 100.0％ 2,837 66.9％ 2,782 40 8 55 2,837 66,9％

令和4年
(1～4月）

4,269 4,269 100.0% 2,860 67.0％ 2,830 22 4 58 2,888 67.7％

年度
42条1項の決
定をすることの
申立て

入院継続の確認
の申立て

退院の許可の申
立て

医療の終了の申
立て

通院期間延長の
.申立て

再入院の
申立て 合計

平成29年 33 92(29） 36(17） 8(3) 3 1 173

平成30年 27 97(29） 32(10） 5 4 0 165

令和元年 22 99(20） 28(10） 5(2) 7(1) 1 162

令和2年 24 105(29） 30(6) 4 2 0 165

令和3年 26 105(30） 41 （17） 7(4) 3 1 183

(1～3月） 6 30(6) 10(5) 4(1) 1 0 51

令和4年
0

(1～3月）
6 27(3) 8(2) 2 0 0 43



【機密性2】

立川支部概況説明資料

東京地方裁判所立川支部



【機密性2】

令和4年6月23日

東京地方裁判所立川支部の概況（令和4年6月期）

安史立jl l支部長谷口

1組織の概要

（1）部の構成（第1表）

（2）裁判官の配置（第2表）

2事件の概況

（1）民事事件の動向等

ア民事訴訟事件について（第3表ないし第5表）

イ民事訴訟以外の事件について（第6表ないし第10表）

（2）刑事事件の動向等

ア刑事訴訟事件について（第11表ないし第15表）

イ裁判員裁判対象事件について（第16表の1， 2）

ウその他（第17表ないし第20表）

3 その他

ノ



【機密性2】

令和4年6月23日定例裁判官会議資料立川支部

民事部・刑事部の構成

裁判官配置表

1 民事訴訟事件年度別新受，既済，未済件数図表（ﾜ)･(詞･(力這斥訟

2民事訴訟事件年度別新受，既済，未済件数表（ﾜ)･惨)･(力厭訟

3民事訴訟事件既済件数の内訳図表（動

4民事訴訟事件年度別既済件数内訳表（ﾜ）

1 民事訴訟未済事件の審理期間図表（ﾜ)･(詞，(力厭訟

2民事訴訟未済事件の審理期間別表（ﾜ)･(善)･は7所訟

1 専門事件年度別新受，未済件数表

2専門未済事件の審理期間別表

1不動産執行事件年度別新受，既済,未済件数図表惇)･㈲

2不動産執行事件年度別新受，既済，未済件数表

1債権執行事件年度別新受既済，未済件数図表しI/)･け）

2債権執行事件年度別新受既済，未済件数表

1破産事件年度別新受，既済，未済件数図表tﾌ）

2破産事件年度別新受，既済未済件数表

1 通常再生事件年度別新受，既済，未済件数表（再）

2個人再生事件年度別新受，既済，未済件数図表（再イ，再ロ）

3個人再生事件年度別新受，既済，未済件数表

1労働審判事件年度別新受，既済，未済件数図表（労）

2労働審判事件年度別新受，既済，未済件数表

3労働審判事件終局件数の概況

4労働審判事件審理期間

刑事訴訟事件（新受，既済，未済）処理状況調査表

刑事訴訟事件（新受，既済，未済）年度別比較表

1刑事訴訟既済事件の審理期間図表

2刑事訴訟既済事件の審理期間別表

1刑事訴訟事件未済人員審理期間図表

2刑事訴訟事件未済人員審理期間別表

刑事訴訟長期未済事件（2年経過）長期化事由調査表

1裁判員裁判の対象事件数等

2裁判員対象事件の新受人員罪名別一覧表

勾留請求，勾留理由開示，準抗告申立事件一覧表

医療観察事件新受件数調査表

表
表
表
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第4表

第5表

第6表

第7表

第8表
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【機密性2】

被疑者国選弁護事件処理状況調査表

即決裁判事件申立件数調査表

表
表
９
０
１
２
第
第

一



【機密性2】 (東京地方裁判所立川支部） 第1表

民事部･刑事部の構成
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【機密性2】 (東京地方裁判所立川支部） 第2表

裁判官配置表

所 属 氏 名 期 備 考
卜

支部長 判事
P ｳ e

谷口安史 43
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■‐詩■凸一毎寸一一■

酉
。
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令和4年度民間企業長期研修
マ ーユ 手一一■－
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(東京地方裁判所立川支部）【機密性2】 第s表①

(ﾜ)･間･㈲訴訟
（平成29年度～令和3年度）

.-ヶ一一一一一一争一G 口 ■ で－ 争 ■ ~ﾛ 己司． , ｡ F ● = － 1 P 色一L 一 ｡

1民事訴訟事件年度別新受,既済,未済件数図表
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(東京地方裁判所立川支部）【機密性2】 第3表②

3民事訴訟事件既済件数の内訳図表（ワ）
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4民事訴訟事件年度別既済件数内訳表（ワ）

｜既済件数1 判決 決定

蒻孟THT孟…~可す
既済件数

４
。
＃
〃
け
り
叩
も
地
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１
４
勺
０
３
〃
９
４
番
３
Ｆ
１
２
９
９
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ｉ
ｌ
９
Ｅ
１
９
稀
切
毎

10 1,265 377 29

平成3.年 '2,83， ’ 1"ア ｜,
令和元年 ’ 2,97ア ↑,378 1 18

1,132 31241 41

1,094 35828 101

令和2年 ’ 2，664 1 1 ，133 1 21 4357987 270

令和3年 ’ 3，791 1 1，457 1 15 1,168 5344 613

令和4年 | 3,900 1『443 12 1,143 5166 780

※令和4年における数値は，同年4月までの累計÷4×12の推計値である。

命令 ｜ 和解 ｜取下げ|その砥



【機密性2】 (東京地方裁判所立川支部） 第4表

1民事訴訟未済事件の審理期間図表（ﾜ)･(舌)･㈲訴訟
令和4年4月末日現在
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2民事訴訟未済事件の審理期間別表(ﾜ)･信)｡(力)訴訟

、

■鰯悶|素”
篭

、、
、
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年度､JJa"
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2:0"!｡04@ 454,931 10 " ,91 9 229年度
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1－ 一 ＝‐ ‐ -－－ －
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※「審理期間延べ月数｣欄は,期間別の未済件数に｢期間｣欄のうち｢(×数字)｣を乗じて算出し

たものの合計である。



【機密性2】 (東京地方裁判所立川支部） 第5表

1専門事件年度別新受,未済件数表

2専門未済事件の審理期間別表
今
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【機密性2】 (東京地方裁判所立川支部） 第6表

1不動産執行事件年度別新受,既済,未済件数図表
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2不動産執行事件年度別新受,既済,未済件数表

※不動産等強制執行事件及び不動産等担保権実行事件の合計数である。

年度 29年度 30年度元年度
l
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（

2年度 3年度
3年度 4年度

(1～4月） （1～4月）

新受 587 622 651
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既済 636 574 615 491 662 2701 167

未済 380 428 464 497 297 382 252



【機密性2】 (東京地方裁判所立川支部） 第7表

既済,未済件数図表側･け）
（平成29年度～令和3年度）
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2債権執行事件年度別新受,既済,未済件数表

※､債権等強制執行事件及び債権等担保権実行事件の合計数である。

年度 29年度 ’

’
30年度元年度 2年度 3年度

3年度 4年度

(1～4月） ， （1～4月）

新受 2,986 2,980 3,410 2,956 3,558 1‘168 1，139

既済 3,095 3,010 3,324 3,304 3,311 1,108 1.022

未済 2,569 2,539‘ 2.625 2,277 2,524 2,337 2,641



(東京地方裁判所立川支部）【機密性2】 第S表

1破産事件年度別新受,既済,未済件数図表口
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2破産事件年度別新受,既済,未済件数表
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4年度
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未済 428 466 550 669 524 527 494



第9表(東京地方裁判所立川支部）【機密性2】

1通常再生事件年度別新受,既済,未済件数表（再）

個人再生事件年度別新受,既済,未済件数図表（再イ,再口）
（平成29年度～令和3年度）
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未済 0 0 0 0 0 0 0

▼ q雫 ニヴ G 0■

15

147

や 一→ e C知巳｡ヴ. b－壷FF”■や

85

b l 4

一 ‐～と■ ～b■－ 可

121

･一一一一.守..－－

年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度
3年度

(1～4月）

4年度

(1～4月）

新受
bの■■■q■U■q■■B ■■q■■■■■

(内訳)再イ

再ロ

147
m■■■、｡｡■q■●■画

134

13

213
口■■‐■■q■‐｡■■ロ■‐ロ■ロ■

193

20

199
レ 0■U■q■ロ■｡■、 q■■■q■■■

183

16

219
Km■■の｡－．■四口■■一。■‐

194

25

199
Pの。■Q■■■。■』■0■U■口■■■b‐

181

18

71
■‐■‐●■｡■②‐ｰ■■－＝

64

7

53
｡□■■■■、■■1－4■■■q■■ローq■

47

6

既済
｡－m■■g■d■q■q■－9■‐■

(内訳)再イ

再口

155
1■■■。■■D d■‐g■‐■。■。■■■

■

146

9

185
一■■■■■■■■■－ローーロー

164

21

187
ﾄｰ｡＝口●‐q■ロq■ｰ‐‐

170

17

171
＆ ■■■■q■■ロq■■、q■q■ー■‐

157

14

251
■

レーウローロつ｡‐由、ゆ■P

226

25

75
七

、＝●■■｡■d■－－■q■I■1■

68

7

８
－
１

６
《
６

■ロ”ロロロ■■

7

未済
■■q■■D U■U■ｰq■■■q■q■ I■口

(内訳)再イ

再口

85
U■■■卓■■の■■q■。■‐■、■■

76

9

113
q■■■‐Q■■■ロ■q■■、q■q■■■■

105

8

125
F■■■q■ｰロロ■■画一■■q■■

118

7

173
卜■q■の■■口■■｡‐●‐

155

18

121
、ロ■■B■、■■■■P 1■q■■ロ

110

11

169
ヶ Ⅱ■■申ロ｡■■■■■、■■

151

18

106
p■■口■‐●■■画■D 1■■

96

10



第10表①(東京地方裁判所立川支部）【機密性2】

1労働審判事件年度別新受,既済,未済件数図表（労）
（平成29年度～令和3年度
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2労働審判事件年度別新受,既済,未済件数表

年度

↑

29年度 30年度元年度 2年度 3年度
3年度 4年度

(1 ～4月）（1 ～ 4月）

新受 65 112 91 74 80 23 17

既済 66 102 93 65 83 33 30

未済 10 20 18 27 24 17 11



(東京地方裁判所立川支部）【機密性2】

3労働審判事件終局件数の概況

第10表②

2年| s年|命辮 グラフ(処理別割合）計
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※処理別割合は,平成29年1月から令和4年4月末までに終
局した労働審判事件における終局事由別の割合である。

4労働審判事件審理期間

審理期間平均85.7日

3件 グラフ(審理期間割合〉

1～20日
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'
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一
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一
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439件 ！ 7.3％

※労働審判事件審理期間は,平成29年1月から令和4年4月末日までに終局した労働審判事件における申立てから
終局までの日数である。



(東京地方裁判所立川支部） 第11表

刑事訴訟事件（新受、既済、未済）処理状況調査表

1

年度

事件別 新受
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第12表（東京地方裁判所立川支部）

刑事訴訟事件（新受、既済、未済）年度別比較表
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(東京地方裁判所立川支部） 第13表

1刑事訴訟既済事件の審理期間図表

(令和4年4月末日現在）
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(東京地方裁判所立川支部） 第14表

1刑事訴訟事件未済人員審理期間図表
(令和4年4月末日現在）

r …一.､~ 』P"……
’

F岸－－－■四一一一蛭胃一醒■＝. ‐－ －－ 一一閏.■制 ＝－■■－■吟.＝bロー 』雨q生
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Ｉ
ｌ
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ｒ
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口
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１
１
‐
ｌ
Ｊ
１
Ｉ
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ｆ
ｉ
ｌ
ｌ
Ｊ
ｌ

6月

21

I

2刑事訴訟事件未済人員審理期間別表

、ヘ期間
、、、
年度、、

、期間
、、、
度へ、、、

1年

以内

2年

以内

2年を

超える

1月

以内

3月

以内

6月

以内

計

平成29年 207 184 138 162 71 7 769

618平成30年 208 183 107 62 46 12

令和元年 179 110 79165 52 9 594

令和2年 231 233 130 102 30 12 738

令和3年 186 194 110118 45 10 663

令和3年

(4月末日現在）

168 241 111201 23 14 758

9令和4年
115 2171 135 98 49 623

(4月末日現在）

※事件数で計上



(東京地方裁判所立川支部） 第15表

刑事訴訟長期未済事件（2年経過）長期化事由調査表
(令和4年4月末日現在）

※実人員数で計上

一手排一一

合
単
別

事案複雑困難

－
１

被告人の
逃亡病気等

g

関連事件の
審理待ち

計

合
議
事
件

2年以上

S 年以上

5年以上

6年以上

フ年以上

S年以上

g年以上

10年以上

計

1

1 0 0

1

0

0

0

0

0

0

0

1
－

単
独
事
件

2年以上

3年以上

5年以上

6年以上

計

1

2

3

1

1

1

3 0

2

2

1

1

6

合議・単独計 4 3 0 7



(東京地方裁判所立川支部）【機密性2】

1裁判員裁判の対象事件数等

第16表

令和4年4月末日現在

※実施状況
実人員420人中,本庁への回付等により終局した事件22件(20人)を除く400人が実質審理を要する実人
員となるところ,そのうちの382人について公判が終局しており,実施割合は95.5％である。

2裁判員対象事件の新受人員罪名別一覧表

受理件数 実人員

平成21年
(制度施行後）

52件
(※1月からの合計は70件）

43人

平成22年 61件 50人

平成23年 65件
(うち2件は訴因変更により対象事件となる｡〉

47人

平成24年 37件
(うち1件は翫因変更により対象事件となる｡）

31人

平成25年 44件
(うち2件は訴因変更により対象事件となる｡）

41人

平成26年 件 30人

平成27年 21件 17人

平成28年 29件
(うち5件は訴因変更により対象事件となる｡）

24人

平成29年 30件 27人

平成30年 46件
(うち6件は訴因変更により対象事件となる｡）

40人

令和元年 17件
(うち1件は訴因変更により対象事件となる｡）

15人

令和2年 32件 32人

令和3年 17件 15人

令和4年 8件 8人

合計 490件
420人

(※本庁への回付等20人を含む）

裁判員対象事件罪名

被告人数

４
年
３
年
２
年
元
年
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年
溺
年
鍋
年
”
年
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”
年
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身代金拐取
吟一十一ユへ--r a 』ご凸6 一 ﾏ÷ 46 今

拐取者身代金取得等

強盗致傷(強盗傷人〉

強盗致死(強盗殺人）
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(東京地方裁判所立川支部） 第1フ表

勾留請求､勾留理由開示､準抗告申立事件一覧表

(注)｢勾留請求件数｣及び『勾留却下数｣には,簡易裁判所判事が処理した事件を含む。

勾留請求

件 数

勾留却下数

(％）

勾留理由

開示申立数

勾留・勾留

延長に対す

る準抗告数

(準抗告総数）

平成29年 3,213 169

(5.3%）

5 314 (404)

平成30年 3,403 286

(8.4%)

9 274 (404)

令和元年 3,216 272

(8.5%）

8 343 (476）

令和2年 3,263 221

(6.8%)

4 333 (476）

1

令和3年 3,135 208

(6.6%）

5 383 (500)

令和3年

(1月～4月）

1,138 72

(6.3%）

2 136 (228）

令和4年

(1月～4月）

1,008 65

(6.4%）

1 103 (128）



(東京地方裁判所立川支部）

表

即決裁判事件申立件数鯛査表 第20表

年度
42条1項の
決定をするこ
との申立て

入院継続の確
鯉の申立て

退院の許可の
申立て

医療の終了の
申立て

通院延長の申
立て

再入院の

申立て
合計

平成29年 15 29 7 6 1 1 59

平成30年 7 33 9 1 2 0 52

令和元年 ･11 29 9 0 1 1 51

令和2年 9 35 5 0 0 0 49

令和3年 10 20 16 2 0 0 48

令和3年
(1月～4月）

｡

1 9 6 1 0 0 17

令和4年
(1月～4月）

6 13 3 2 0 0 24

年度

勾留質問した
被疑者総数

勾留質問した
対象事件数

被疑者総
数に対す

る割合

購求総数

対象事件
数に対す
る割合

選任決定数

対色事件
数に対す
る割合

平成29年 3‘213 2．141 66.6％ 1.550 72.4％ 1.506 70.3％

平成30年 3,403 2,971 87.3％ 2. 120 71.4％ 2,067 69.6％

令和元年 3,216 3,216 100.0％ 2,348 73.0％ 2,312 71.9％

令和2年 3‘263 3,263 100.0％ 2,452 75. 1％ 2,423 74.3％

令和3年 3, 135 3. 135 100.0％ 2,346 74.8％ 2,319 74.0％

令和3年
(1月～4月）

1,138 1． 138 100.0％ 856 75.2％ 840 73.8％

令和4年
(1月～4月）

1.008 1.008 100.0％ 753 74.7％ 746 74.0％

年度 受理件数

平成29年 30

平成30年 9

令和元年 1

令和2年 1

令和3年 0

令和3年
(1月～4月）

0

令和4年
(1月～4月）

0



令和4年6月23日

東京地方裁判所管内簡易裁判所の概況

所長代行者・東京簡裁司法行政事務掌理者

佐藤 哲 治

０

１
１
２

第 東京地方裁判所管内簡易裁判所の構成等と裁判官の配置状況

東京地方裁判所管内簡易裁判所の構成等

裁判官の配置状況

表
表
１
２
第
第

２
１

第 事件の概況

東京簡易裁判所

民事事件 第3表～第9表

刑事事件 第10表～第13表

東京地方裁判所管内全簡易裁判所

民事事件 第14表

刑事事件 第23表

東京簡易裁判所以外の管内各簡易裁判所

民事事件 第15表～第22表

刑事事件 第24表～第31表

2

3

３
１
２
３
４

第 簡易裁判所における課題

民事訴訟事件の適切な審理民事訴訟事件の適切な審理・判決の実現に向けた取組

民事訴訟事件の効率的・迅速的処理に向けた取組

民事調停の利用拡大、機能強化に向けた取組

地裁民事部及び刑事部との連携の充実



【機密性2】

令和4年6月23日

定例裁判官会議資料（東京地方裁判所管内簡易裁判所）

第1表東京地方裁判所管内簡易裁判所の構成等

第2表東京地方裁判所管内簡易裁判所の裁判官配置表

第3表民事事件の概況 （東京簡裁）平成30年～令和4年(4月分まで）

第4表民事訴訟事件終局区分別内訳表 （東京簡裁）平成24年～令和4年(4月分まで)※

第5表民事調停事件終局区分別内訳表 （東京簡裁）平成24年～令和4年(4月分まで)※

第6表民事通常訴訟事件の新受件数推移（東京簡裁）年別･平成24年～令和3年

第7表支払督促事件の新受件数推移 （東京簡裁）年別･平成24年～令和3年

第8表少額訴訟事件の新受件数推移 （東京簡裁）年別･平成24年～令和3年

第9表民事調停事件の新受件数推移 （東京簡裁）年別･平成24年～令和3年

第10表刑事事件の概況 （東京簡裁）平成30年～令和4年(4月分まで）

第11表刑事通常訴訟事件の新受人員推移（東京簡裁）平成24年～令和3年
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令
令
令
令
令
令
令
令
令
令
令
令
令
令
令
令
令
令
令

へ
へ
一
へ
一
一
一
一
へ
一
へ
へ
一
へ
へ
ヘ
ヘ
ー
◇
ヘ
ヘ

年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年

４
４
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

２
２
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３

成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成

平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平

；
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
１
１
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
１
１
ｊ

裁
裁
裁
裁
裁
裁
裁
裁
裁
裁
島
裁
裁
裁
裁
裁
裁
裁
裁
裁
裁
島
裁
裁

柵
柵
剛
輝
Ⅷ
部
軸
棚
珊
郵
献
洲
測
蝉
州
評
嘩
鯏
珊
鋤
献
諦

東
東
東
管
立
八
武
青
町
八
伊
簡
新
東
管
立
八
武
青
町
八
伊
簡
新

く
Ｉ
く
く
く
く
Ｉ
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く

刑事略式事件の新受人員推移

刑事令状事件の新受人員推移
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表
表

２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
．
６
７
８
９
０
１

１
１
１
１
１
１
１
１
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
３
３

第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第

民事事件の概況

民事事件の概況

民事事件の概況

民事事件の概況

民事事件の概況

民事事件の概況

民事事件の概況

民事事件の概況

民事事件の概況

刑事事件の概況

刑事事件の概況

刑事事件の概況

刑事事件の概況

刑事事件の概況

刑事事件の概況

刑事事件の概況

刑事事件の概況

刑事事件の概況

※パーセント表示については､端数処理の関係で合計100％にならないこともある。



第1表

東京地方裁判所管内簡易裁判所の構成等

(令和4年6月1日現在）

第11 東京簡易裁判所

1 室の数

(1) 民事 10室

(通常4，集中2、少額訴訟1、調停・借地非訟1 （※） 、督促1 （※） 、保全．過料1）

（2） 刑事 5室

（公判2、略式1、令状1、交通略式・令状1 （※） ）

※印・ ・ ･墨田庁舎に配置

2 配置人員

（1）裁判官

ア判事（兼簡易裁判所判事） 1人（司掌者）

イ簡易裁判所判事 93人（うち14人は墨田庁舎勤務）

計 94人

(2) 裁判官以外の職員

ア書記官 308人（うち66人は墨田庁舎勤務）

イ事務官 123人（うち33人は墨田庁舎勤務）

計 431人

（3） 民事調停官 14人（墨田庁舎）

2 八丈島簡易裁判所

1 簡易裁判所判事 1人

2裁判官以外の職員

（1） 書記官 1人_(書記官兼庶務課長）

（2） 事務官 1人

3 伊豆大島簡易裁判所

第2

第3



簡易裁判所判事

裁判官以外の職員

(1)書記官

(2)事務官

新島簡易裁判所

簡易裁判所判事

裁判官以外の職員

(1)書記官

(2) 事務官

八王子簡易裁判所

簡易裁判所判事

裁判官以外の職員

(1) 書記官

(2) 事務官

計

立jl |簡易裁判所

裁判官

(1)判事（兼簡易裁

(2) 簡易裁判所判事

計

裁判官以外の職員

(1) 書記官

(2) 事務官

計

武蔵野簡易裁判所

簡易裁判所判事

(兼簡易裁

1人１
２

1人（書記官兼庶務課長）

1人

４
１
２

第

(伊豆大島簡易裁判所裁判官が兼務）

1人（書記官兼庶務課長）

1人

５
１
２

第

2人

7人

4人（うち1人は庶務課長兼（上席）主任書記官）

11人

６
１

第

1人（司掌者）

2人（ほかに東京簡易裁判所からの填補が2人）

3人

判所判事）

2

7人

8人（うち1人は庶務課長兼（上席）主任書記官）

15人

７
１

第

2人



2裁判官以外の職員

（1）書記官

（2）事務官

計

第8青梅簡易裁判所

1 簡易裁判所判事

2裁判官以外の職員

(1) 書記官

（2） 事務官

計

第9 町田簡易裁判所

1 簡易裁判所判事

2裁判官以外の職員

（1） 書記官

（2） 事務官

計

8人

4人（うち1人は庶務課長兼（上席）主任書記官）

12人

1人

2人（うち1人は主任書記官兼庶務課長）

2人

4人 ‘

1人

6人（うち’人は（上席）主任書記官兼庶務課長）

2人

8人



第2表

東京地方裁判所管内簡易裁判所の裁判官配置表

1 東京簡易裁判所裁判官配置表 令和4年6月8日現在

裁判官 室・係名室・係名 裁判官

I
｜

_」

民事第6室 柴田寛之
－－心一 －－ －－ － 毛÷ △

太田雅夫

登坂 一 敏

松田幸忠

ﾉl、林 進

江川智津乃

松井秀彦

(兼） 山添春樹

(兼） 内田雄三

(兼） 永峰英晴

民事第7室 山添春樹

内田雄三

永峰英晴

民事第8室 井手良彦

小杉正実

佐々木敬子

羽生康博

(兼） 秋本隆
一
一

(兼） 金子 進

(兼） 橋本吾郎

民事第9室

匂

係
係
一
係
一
係
》
係
一
係
一
係
一

１
２
コ
３
－
４
５
－
６
－
７
一

筆
豊
第
一
第
第
第
一
童

藤岡謙三
■J ユー▲

加藤晃司
~-4 ◇－や ｩ●← "凸一寺 ● 宇 一 一号

橋本
一

五
房 郎

小木知一

西郷文規
÷ －－一→ －－－ 一寺一一台 ■ 一 ←

竹澤宏之

↑
一

P■一■ ③ ←一▲ 画一■ 一 一一一F■■■■■■ 』凸ニユロー二 晶一一一一一一一酉 r君一 ､一 一 ｮ

民事第10室 》
た
垂
評
一
洲
糊
泌
泌
洲
洲

泉
一
生
人
勝
司
一
一
治
一
悟
次

↓
伸
↓
明
将
收
一
道

輪
一
下
一
野
鍋
一
田
原
本
一

野寛

三
山
一
岸
平
保
多
一
脇
一
嶌
佐

ｒ
甲

刑事第1室
一

螂
一
螂
軸
螺

第
一
第
一
第

彦
一
二
治

正
勇
一
智

田
一
見
畦
山

木
一
三
松

刑事第2室 係
係
〕
係

１
２
，
３

第
第
一
第

繁田隆志

久川三紀夫

笹原 誠

刑事第3室 二
夫
一

清
牧
総

野
見
野

岡
浅
田

蓮尾純 一

刑事第4室 渡部高士

大林俊
一
一

小古瀬敬一

笠井勝 一

佐藤雅史

高橋弘人

新田貴之

稗田俊彦

刑事第5室

民事第1室 係
一
係
係
係
係
一
係
《
係
↓
係

１
－
２
－
３
４
－
５
６
〉
７
８

第
一
簔
第
第
一
第
》
第
一
第
第

第9係

謡
一
聖
一
縦
進

富
、
一
美

本
右
一
本
一
子

橋
一
明
一
岡
金

今

戸 沢 栄

← q F マ マ－ r ■r③少←←③”③｡ ③ P G『■ ゅ 句や ● ①D PCq ﾔ

樹
￥
徹
一
幸

直
一
利

里
一
島
一
井

南
大
一
樽

』 ■七一』 同 →4宇甲一一③幸一←拝一 e－G － G G 一

6 可●5

民事第2室 噸
螺
辮
一
蝋
一
鰡
噸
「
聯
一
辮

第
第
第
一
第
信
第
一
第
“
第
一
第

第9係

小野里準一
-4 ■

←一

－－－－－

寛
誠
孝
一
厚
三
夫
一
文

川雅

+■一寺子

→

清

十 CけUか■

隆
郁
一
敦

一
一
③

尾
一
塁
劃
本
村
両

井
西
一
河
一
園
一
秋
西
山

一一

一一凸 一◇ 二一

一

一

－－③一一一七 一

』へG G

・一一一一一企か一り－●－

－
０
一

一一

C

-b

民事第3室 第1係

第2係

第3係

第4係

第5係

第6係

第7係

第8係

g G ← ■－

一
一

隆
也
司
一
司
明
之
二
夫

一

克
啓
一
秀
俊
淳
伸
英

弁
《
下
上
一
櫓
岡
野
藤
ゞ
田

玉
坂
村
一
八
福
高
佐
一
深

民事第4室 蝋
一
噸
一
辨
蛎
噸
一
噸
一
噸
一
暇
蝋

第
一
第
第
第
第
一
第
第
一
第
第

北村幸次

吉田 要

高田和夫

神林智彦

宮城 保
rワーグヴ ヶ 早 ▲

市ノ| ｜ 智祥

藤野 陽

笹本 昇

旬 一一一一一一一G－一一一 ■－

Fす■a

民事第5室 係
係
一
係

１
》
２
》
３

第
第
一
第

蝋
一
蛎
一
砺
噸
噸

第
一
篁
第
第
第

秋
皇
産
健
哲
昭
昭
一
修

千
》
和
一

因
金
川
一
本
石

浩
芳
一

田
癩
↓
藤
一

山
落
届
大
一
橋
白
永
／
猪
一
進



第2表

2東京簡易裁判所以外の管内各簡易裁判所裁判官配置表

令和4年6月8日現在

庁名 裁判官 備考

八丈島簡易裁判所 岩間正起

伊豆大島簡易裁判所 大前良三

新島簡易裁判所 大前良三 兼務

八王子簡易裁判所

濱田能健

平嶋洋
一

司法行政事務掌理者

立川簡易裁判所

谷口安史

持地 明

鈴木秀夫

新田貴之

小古瀬敬
一

司法行政事務掌理者

職務代行（東京簡易裁判所
から填補）

職務代行（東京簡易裁判所
から填補）

武蔵野簡易裁判所

矢崎和彦

井上修 一

司法行政事務掌理者

青梅簡易裁判所 柳谷守昭

町田簡易裁判所 遠藤鈴枝



民事事件の概況(東京簡裁） 一平成30年～令和4年(4月分まで） 第3表

30年
舎 一■ マ ペ ～由 グ 一一一 → － ﾏ

受 理 既朱

|日受
/〆 ． ‐ ． ．． ‘ 、
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４

４
１
１

’
ト
l

I

元年 2年
『

1
1

受理 既|未｜受理j既朱｜
頂蔓新妻一済済旧受新受済済’

3年
一 士÷勺一一－一一 一÷一ー一 △一 ÷L毎勺 自今 企 一一

受 理 既
可 写 G 0 P 畠－ ●＝p

旧受新受
L

未

済 済

3年(4月分まで）
→一色 ゴ ー 今 － L L ●ﾕ ニュ 司 凸や L ｡ - 司 毎 ▲ 争 ÷ 早▲L 今 b ■ = 屯I

受理 既
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｡‐七 垂

受
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6

訴

訟

事

件

和

通常訴訟

手形小切手

少額訴訟

少額異議

再審

小計

心一

bG 一 色 一

解

督 促

公示催告

保全命令

調 停

過 料
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定例裁判官会議
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第1表の2第2段階の審査(法第41条の2による審査）
東京第一～第六･立川検察審査会

■
■
■
■
■
■
■
■
■
・

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
。

(注） 1.審査期間は,公訴を提起しない処分をした旨の通知を受けた日，又は起訴を相当とする議決
■

の謄本を検察庁に送付した日から3月（又は最長で3月の延長)を経過した日から数える。
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第2表罪名別新受人員数(令和3｡1.1～令和3｡12｡31)

東京第一～第六･立ﾉ| |検察審査会
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第3表 起訴相当｡不起訴不当事件の事後措置等（平成21.5.21～令和31231)

東京第一～第六･立川検察審査会
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起訴相当事件等 険察官の事後措置 裁判結果(第一審）

合 *士
J11口処 無

罪
（
公
訴
棄
却
・
免
訴
を
含
む
）

合同
一
被
告
人
に
対
す
る
事
件
の
併
合

処理区分 原不起訴処分の琿俳’原不起訴処分の琿俳’ 処分 有罪
議議 訴訴

井
二
井
二

起 嫌 嫌 ｜ 罪
弾
ｌ
／
ｒ

＊
白
ピコそ 罰公 Im 小

果

れ
た
人
邑

議
決

れ
た
人
員

議

決

決決
分

疑 訴 起と

疑訴 の

未のの

不 な 提 ｜ 訴 由の

未趣趣
猶 な 免

通
ら 起 ｜ 維

Ａ
肥
十
Ｂ

Ａ
肥
十
Ｂ

上
白
上
白

知 弓 L
pI分 し ’ ず 他 言 ↓

口I A | 持 計 令 計予 刑 除~了 BB

、
､

弓
へ
一、

、

ﾍー
、
、

％
０
６
１

５ 44％

只

起訴相当

不起訴不当

(3)146
ｎ
ｄ
Ｆ
ｂｌ，△､‐ 言4-

口 ロI

H21．5．21～R3．10．3］

153 13（ 4 、
26

、8％

1八

l乙

帖
６
２
４
９
１

溌
烏、

、204 96 Il9
1戸1

LDl 319'8 1 61 151R』U 25
n1

4l 4

ヘー
、

、
、

、
一

～％
２
％
８

０
６

ワ
〕 ％

８
％
６

０
４
１

８
９
１

平成21年

(H21.5.21～）

平成28年

～、

6

起訴相当

３
－
狸

７ 川
言

４加
一
剛

、
14

<二
」
０１

不起訴不当
64 18 124 14144

’
、
、 へ
、

､、

、
、
、 《

《
起訴相当

不起訴不当

、、ベ
ヘ

平成29年

マ
100％

2２ り
』2

、
、

、
、へ

註

、

～へ
100％

1
起訴相当

不起訴不当

、 、
、

/11
k.LノI１ １

画
１

F成3()年
ワ
ヨ

、
、

100％

1 ２２1 １ 1 1

、、 、、 ～～、起訴相当

不起訴不当

、⑩
’
１

平成31年

(令和元年）
、

1

11

一
言 ’

印
加
１
１

０２ 80％

4 、５ 一
ひ4 l 1

、|､～
、
、

、、100％

6

6％

1

、起訴相当
、、6 ６

－
９１

h

l9

令和2年 ７

マ％
６
４
１

９
不起訴不当

1q
4lJ

ワ 7６ ２
【

ｊ

Ｏ

【

ｊ

Ｏ

、
、
へ

、、

、、
、
、～へ

1

100％

1

11％

1

起訴相当
駈
一
咄

恥
一
蝿

136]35
令和3年令和3年

ｎ
／
空

蕊
へ

船
ハ
バ

９８
不起訴不当

20 159 16灘 1 1 22

（ ）内は，執行猶予が付されたもので内数である。

原不起訴処分の理由と， 当該事件について， その後，検察官が執った事後措置及び第一審(注） この表は， 当該年度に起訴相当又は不起訴不当の議決があった事件についての
裁判所の裁判結果等を記載したものである。


